
ベ
ル
リ
ン
州
開
店
法
の
憲
法
適
合
性
：
二
〇
〇
九
年
十
二
月
一
日
付
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
例
を
巡
っ
て
（
二
・
完
）（
小
林
）

（
五
六
一
）

Ｂ
．
判
定

第
一
法
廷
に
よ
れ
ば
、
許
容
さ
れ
る
憲
法
異
議
申
立
は
事
物
に

於
い
て
部
分
的
に
成
功
す
る
（
99
）
。

Ⅰ
．
異
議
申
立
の
許
容

憲
法
異
議
申
立
て
は
許
容
さ
れ
る
。
公
法
的
に
組
織
さ
れ
、
異

議
を
申
立
て
る
宗
教
共
同
体
は
、
異
議
申
立
能
力
が
あ
り
、
か
つ

異
議
申
立
権
限
を
持
つ
（
１
．）。
法
〈
裁
判
〉
の
道
の
使
い
切
り

の
命
令
は
、
許
容
性
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
（
２
（
100
）
．）。

１
．
異
議
申
立
能
力

異
議
申
立
人
は
、
法
人
と
し
て
公
法
上
の
組
織
形
態
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
宗
教
の
自
由
の
基
本
権
に
関
し
異
議
申
し
立
て
能
力
が

あ
り
（
101
）
、
し
か
も
異
議
申
し
立
て
権
限
を
持
つ
。
異
議
申
立
人
は
、

攻
撃
対
象
と
さ
れ
る
諸
規
範
に
よ
っ
て
異
議
申
立
を
可
能
に
す
る

権
利
（
102
）
、
つ
ま
り
基
本
法
第
一
四
〇
条
及
び
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一

三
九
条
と
結
ぶ
基
本
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
中
で
自
ら

が
直
接
か
つ
現
実
に
侵
害
さ
れ
た
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
主
張

は
可
能
の
よ
う
で
あ
る
（
103
）
。

ベ
ル
リ
ン
州
開
店
法
の
憲
法
適
合
性
：

二
〇
〇
九
年
十
二
月
一
日
付
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
例
を
巡
っ
て
（
二
・
完
）

小　
　

林　
　

宏　
　

晨

研
究
ノ
ー
ト

二
二



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

（
五
六
二
）

職
業
遂
行
の
自
由
が
制
限
さ
れ
た
と
看
做
し
、
し
か
も
日
曜
・
祭

日
保
護
の
例
外
が
有
利
と
な
る
基
本
権
担
い
手
に
対
す
る
ワ
イ

マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九
条
の
効
力
の
み
が
判
定
さ
れ
た
か
ら
で
あ

る
（
107
）
。
こ
れ
と
並
ん
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
で
は
、
基
本
法

第
一
四
〇
条
自
体
は
、
基
本
権
資
質
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
の
み

が
確
定
さ
れ
た
（
108
）
。

こ
れ
ま
で
未
決
に
留
ま
っ
た
事
項
は
、
い
っ
た
い
し
か
も
ど
の

程
度
に
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九
条
が
基
本
法
第
四
条
第
一

項
及
び
第
二
項
も
し
く
は
他
の
諸
基
本
権
の
共
同
作
用
の
下
に
、

諸
宗
教
共
同
体
あ
る
い
は
他
の
当
事
者
に
日
曜
・
祭
日
の
実
行

を
可
能
に
す
る
か
で
あ
る
。
更
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
事
項
は
、

い
っ
た
い
し
か
も
ど
の
程
度
に
、
基
本
権
の
保
護
内
容
が　

─
こ

こ
で
は
基
本
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
─　

基
本
法
第
一
四

〇
条
と
結
ぶ
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九
条
の
日
曜
保
護
を
通
し

て
、
具
体
化
さ
れ
か
つ
強
化
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
際
に
、
労
働
休

息
と
精
神
的
高
揚
の
可
能
性
の
保
障
を
基
本
権
規
範
の
保
護
内
容

規
定
に
取
入
れ
る
べ
き
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
肯
定
さ
れ
る
場
合
、

正
に
開
店
に
対
す
る
日
曜
保
護
の
意
義
ゆ
え
に
、
い
っ
た
い
開
店

に
対
す
る
具
体
的
、
基
本
権
保
障
的
制
限
が
存
在
す
る
の
か
、
し

か
も
そ
の
制
限
が
何
処
で
行
わ
れ
る
の
か
の
未
決
の
問
題
が
提
示

a）　

先
決
事
項
無
し

自
ら
の
基
本
権
の
侵
害
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
従
来
の
判
例

に
基
き
基
本
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
か
ら
す
る
異
議
申
立

人
の
基
本
権
の
範
囲
に
関
す
る
既
に
展
開
さ
れ
た
諸
原
則
が
適
用

さ
れ
、
し
か
も
こ
れ
に
基
い
て
、
基
本
法
第
一
四
〇
条
及
び
ワ
イ

マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九
条
と
結
ぶ
こ
の
基
本
権
の
侵
害
が
即
座
に

否
定
さ
れ
る
場
合
に
、
最
初
か
ら
排
除
さ
れ
る
（
104
）
。

こ
れ
に
対
し
、
基
本
権
侵
害
の
可
能
性
は
、
憲
法
異
議
申
立
が
、

憲
法
異
議
申
立
権
の
想
定
を
最
初
か
ら
排
除
し
な
い
、
こ
れ
ま
で

連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
な
か
っ
た
未
決
の
憲
法
問

題
を
提
示
す
る
場
合
に
存
在
す
る
（
105
）
。
こ
こ
で
は
、
基
本
権
保
護
の

具
体
化
と
強
化
の
意
味
で
、
基
本
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項

の
基
本
権
に
基
く
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九
条
と
結
ぶ
基
本
法

第
一
四
〇
条
の
客
観
法
的
保
護
保
障
の
逸
脱
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
（
106
）
。

諸
宗
教
共
同
体
が
い
っ
た
い
し
か
も
ど
の
程
度
に
憲
法
異
議
申

立
を
通
し
て
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九
条
の
憲
法
的
日
曜
・
祭

日
保
障
を
適
用
で
き
る
か
の
問
題
を
異
議
申
立
人
は
提
示
し
た
。

こ
れ
は
こ
れ
ま
で
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
で
未
だ
解
明
さ
れ
て

い
な
い
問
題
領
域
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
こ
れ
ま
で
は
、
自
ら
の

二
二



ベ
ル
リ
ン
州
開
店
法
の
憲
法
適
合
性
：
二
〇
〇
九
年
十
二
月
一
日
付
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
例
を
巡
っ
て
（
二
・
完
）（
小
林
）

（
五
六
三
）

の
日
曜
・
祭
日
要
求
は
、
確
か
に
完
全
に
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な

い
。
こ
の
よ
う
に
、
開
店
時
間
中
に
礼
拝
あ
る
い
は
他
の
宗
教
行

事
が
行
わ
れ
え
る
し
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
ら
の
行
事
が
開
店
時
間

以
外
の
時
間
に
移
転
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
異
議

申
立
人
自
身
へ
の
影
響
は
、
こ
れ
ら
の
日
々
が
全
体
と
し
て
、
安

息
日
及
び
精
神
的
高
揚
の
日
々
と
し
て
異
議
申
立
人
に
対
す
る
宗

教
的
意
義
を
有
し
て
い
る
が
故
に
、
言
及
さ
れ
て
い
る
開
店
時
間

に
よ
っ
て
、
一
般
的
に
安
息
日
、
そ
し
て
内
省
の
日
々
と
し
て
の

日
曜
・
祭
日
の
性
格
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
観
点
下
に
考

慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（｢

七
日
目
に
汝
は
、
休
息
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
！
（
113
）｣

）。
そ
の
こ
と
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
異
議
申
立
人

が
適
用
す
る
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九
条
と
結
ぶ
基
本
法
第

一
四
〇
条
に
よ
る
基
本
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
保
護
内

容
の
具
体
化
の
想
定
に
基
い
て
該
当
し
て
い
る
（
114
）
。

c）　

異
議
申
立
人
は
利
害
関
係
者

異
議
申
立
人
は
、
関
連
諸
規
範
を
通
し
て
現
実
に
影
響
を
受
け

て
い
る
。
何
故
な
ら
、
ベ
ル
リ
ン
開
店
法
が
有
効
で
あ
る
か
ら
だ
。

異
議
申
立
人
へ
の
直
接
影
響
は
、
降
臨
祭
日
曜
に
於
け
る
売
り
場

開
店
の
可
能
性
に
関
す
る
対
象
規
定
（
ベ
ル
リ
ン
開
店
法
第
三
条

さ
れ
る
（
109
）
。

基
本
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
か
ら
す
る
基
本
権
は
、
宗

教
・
世
界
観
共
同
体
に
も
帰
属
す
る
（
110
）
。
既
に
こ
れ
ま
で
の
連
邦
憲

法
裁
判
所
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
ワ
イ
マ
ー
ル
教
会
条
項
の
保
障
は
、

機
能
的
に
宗
教
の
自
由
た
る
基
本
権
の
要
求
と
実
現
に
当
て
ら
れ

て
い
る
（
111
）
。

従
っ
て
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九
条
と
結
ぶ
基
本
法
第
一

四
〇
条
の
保
障
を
通
し
て
具
体
化
さ
れ
る
異
議
申
立
人
の
基
本
法

第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
基
本
権
の
侵
害
は
、
日
曜
・
祭
日

に
於
け
る
開
店
可
能
性
の
法
律
に
よ
る
拡
大
に
よ
っ
て
可
能
の
よ

う
に
思
わ
れ
る
（
112
）
。

b）　

異
議
申
立
人
の
十
分
説
明

こ
れ
に
加
え
、
異
議
申
立
人
は
、
自
ら
が
開
店
に
関
す
る
ラ
ン

ト
法
規
定
の
直
接
名
宛
人
で
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
身
が
影

響
を
受
け
て
い
る
事
実
を
充
分
に
説
明
し
た
。
そ
の
説
明
か
ら
、

申
立
人
に
対
し
て
も
相
当
な
法
的
不
利
益
の
可
能
性
が
生
じ
る
。

開
店
さ
れ
た
売
り
場
と
精
神
的
高
揚
を
目
的
と
す
る
異
議
申
立
側

二
二



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

（
五
六
四
）

第
一
項
二
）
が
如
何
な
る
執
行
規
定
も
必
要
と
し
て
い
な
い
、
つ

ま
り
自
己
執
行
法
律
規
範
で
あ
る
事
実
に
起
因
す
る
（
115
）
。

そ
の
こ
と
は
、
ベ
ル
リ
ン
開
店
法
第
四
条
第
一
項
四
及
び
第
二

項
一
の
諸
規
定
に
対
し
て
も
該
当
す
る
。
ベ
ル
リ
ン
開
店
法
第
六

条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
諸
規
定
が
そ
れ
ぞ
れ
転
換
、
つ
ま
り
一

般
命
令
、
あ
る
い
は
行
政
の
黙
認
を
伴
う
事
前
公
示
を
必
要
と
す

る
場
合
、
こ
の
こ
と
は
、
直
接
影
響
を
受
け
る
事
と
矛
盾
し
な
い
。

異
議
申
立
人
は
、
大
抵
売
り
場
の
公
示
を
適
時
に
知
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
法
律
の
多
様
な
部
分
に
分
散
さ
れ
て
い
る
日
曜
・
祭
日

の
開
店
可
能
性
の
集
積
に
鑑
み
て
、
直
接
影
響
は
、
事
物
の
関
連

に
よ
る
ベ
ル
リ
ン
開
店
法
第
六
条
第
一
項
に
よ
っ
て
も
存
在
す
る

こ
と
に
な
る
（
116
）
。

２
．「
法
（
裁
判
）
の
道
」
完
全
利
用

「
法
（
裁
判
）
の
道
」
の
完
全
利
用
命
令
（
連
邦
憲
法
裁
判
所

法
第
九
〇
条
第
一
項
）
及
び
補
完
原
則
は
、
憲
法
異
議
申
立
の
許

容
に
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
（
117
）
。

a）　

憲
法
異
議
申
立
手
続
以
外
に
権
利
保
護
方
法
無
し

四
降
臨
節
日
曜
日
に
於
け
る
開
店
及
び
傷
み
易
い
果
実
と
野
菜

な
ら
び
に
日
曜
の
当
た
る
聖
夜
に
関
わ
る
ベ
ル
リ
ン
開
店
法
第
三

条
第
一
項
二
、
第
四
条
第
一
項
四
及
び
第
二
項
一
の
「
自
己
執

行
」
諸
規
定
に
対
し
て
は
、
異
議
申
立
人
に
と
っ
て
憲
法
異
議
申

立
手
続
き
以
外
に
如
何
な
る
有
効
な
権
利
保
護
も
存
在
し
な
か
っ

た
（
118
）
。b）　

専
門
裁
判
所
の
有
効
保
護
無
し

特
別
の
理
由
に
基
く
開
店
を
目
的
と
す
る
、
公
示
義
務
と
結
ぶ

販
売
所
の
権
限
規
定
に
（
ベ
ル
リ
ン
開
店
法
第
六
条
第
二
項
）
つ

い
て
は
、
同
様
に
専
門
裁
判
所
の
有
効
な
権
利
保
護
が
存
在
し
な

い
。
予
定
さ
れ
る
開
店
の
六
日
前
に
行
わ
れ
る
べ
き
公
示
は
、
異

議
申
立
人
に
通
知
さ
れ
る
必
要
が
な
い
（
119
）
。

c）　

販
売
を
目
的
と
す
る
四
日
曜
・
祭
日
の
開
放

ベ
ル
リ
ン
開
店
法
第
六
条
第
一
項
に
基
く
一
般
命
令
に
よ
り
四

日
曜
・
祭
日
を
販
売
の
為
に
解
放
す
る
可
能
性
故
に
、
異
議
申
立

人
に
専
門
裁
判
所
へ
の
道
の
指
示
は
期
待
で
き
な
い
。
異
議
申
立

人
は
、
ベ
ル
リ
ン
開
店
法
第
三
条
第
一
項
二
、
第
四
条
第
一
項
四

及
び
第
二
項
一
、
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
諸
規
範
全
体
の

憲
法
的
検
証
を
目
指
し
て
お
り
、
他
の
諸
規
定
は
、
関
連
す
る
ベ

二
二



ベ
ル
リ
ン
州
開
店
法
の
憲
法
適
合
性
：
二
〇
〇
九
年
十
二
月
一
日
付
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
例
を
巡
っ
て
（
二
・
完
）（
小
林
）

（
五
六
五
）

ル
リ
ン
開
店
法
第
六
条
第
一
項
無
し
に
は
、
完
全
に
は
判
定
さ
れ

得
な
い
（
120
）
。

Ⅱ
．
異
議
申
立
の
部
分
的
根
拠
付
け

憲
法
異
議
申
立
は
、
部
分
的
に
根
拠
付
け
ら
れ
る
。
ベ
ル
リ
ン

州
に
於
け
る
日
曜
・
祭
日
の
開
店
を
目
的
と
す
る
諸
規
定
の
基
盤

と
な
る
保
護
構
想
は
、（
基
本
法
第
一
四
〇
条
と
結
ぶ
）
ワ
イ

マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九
条
を
通
し
た
具
体
化
に
於
い
て
基
本
法
第

四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
か
ら
す
る
ラ
ン
ト
立
法
者
の
保
護
義
務

に
充
分
に
対
応
し
て
い
な
い
（
121
）
。

基
本
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
基
本
権
は
、
立
法
者
の

保
護
義
務
（
１
．）
と
し
て
の
意
義
に
於
い
て
、
世
俗
的
・
社
会

的
意
義
と
な
ら
ん
で
、
宗
教
的
・
キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
に
根
ざ
す

（
基
本
法
第
一
四
〇
条
と
結
ぶ
）
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九
条

か
ら
す
る
日
曜
・
祭
日
保
護
の
為
の
客
観
法
的
保
護
課
題
を
通
し

て
具
体
化
さ
れ
る
（
２
．）。

従
っ
て
、
諸
日
曜
な
ら
び
に
法
的
に
承
認
さ
れ
た　

─
こ
こ
で

は
教
会
的
─　

諸
祭
日
の
保
護
の
最
小
レ
ベ
ル
が
立
法
者
に
よ
っ

て
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
３
．）。

あ
ら
ゆ
る
観
点
か
ら
し
て
、
ベ
ル
リ
ン
の
日
曜
・
祭
日
保
護
構

想
は
、
こ
れ
を
充
足
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
予
定
さ
れ
て
い
る
全

て
の
四
降
臨
祭
日
曜
の
開
店
可
能
性
は
、
基
本
権
的
に
保
障
さ
れ

た
保
護
の
最
低
要
求
と
一
致
し
な
い
。
一
般
命
令
に
よ
る
更
な
る

四
日
曜
・
祭
日
開
店
に
関
す
る
規
定
は
、
制
限
的
解
釈
の
場
合
に

の
み
、
立
法
者
が
保
障
す
べ
き
最
低
保
護
の
必
要
に
対
応
す
る

（
４
．）。

そ
の
他
、
攻
撃
対
象
と
さ
れ
る
諸
規
定
は
、
ラ
ン
ト
立
法
者
の

追
及
す
る
保
護
構
想
の
枠
内
で
憲
法
的
検
証
に
対
応
し
て
い
る

（
５
（
122
）
．）。

１
．
信
教
の
自
由
た
る
基
本
権
の
保
護
義
務

基
本
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
か
ら
す
る
基
本
権
は
、
こ

こ
で
、
そ
の
意
義
に
於
い
て
国
家
の
保
護
義
務
と
し
て
侵
害
さ
れ

た
（
123
）
。ベ

ル
リ
ン
開
店
法
は
、
故
意
に
異
議
申
立
人
の
信
教
の
自
由
に

介
入
せ
ず
、
又
日
曜
・
祭
日
で
の
開
店
を
目
的
と
す
る
多
様
な
諸

規
定
及
び
諸
選
択
の
中
で
、
介
入
の｢

機
能
的
同
値｣

は
存
在
し

な
い
。
こ
の
法
律
は
、
こ
こ
で
攻
撃
対
象
と
さ
れ
る
諸
規
定
を

二
二



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

（
五
六
六
）

以
っ
て
、
売
店
所
有
者
に
向
け
ら
れ
、
し
か
も
彼
ら
に
対
し
て
、

日
曜
・
祭
日
の
開
店
へ
の
可
能
性
を
開
い
て
い
る
（
124
）
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
基
本
権
保
護
は
、
国
家

の
介
入
に
対
す
る
公
権
的
防
御
権
と
し
て
の
古
典
的
内
容
に
留
ま

る
も
の
で
は
な
い
。
寧
ろ
諸
基
本
権
か
ら
保
護
さ
れ
る
法
益
に
対

す
る
国
家
の
保
護
義
務
も
引
き
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
を

疎
か
に
す
る
場
合
、
当
事
者
に
よ
る
憲
法
異
議
申
立
が
適
用
さ
れ

う
る
の
で
あ
る
（
125
）
。
信
教
の
自
由
も
、
防
御
権
の
機
能
に
限
定
さ
れ

ず
、
肯
定
的
意
味
に
於
い
て
も
、
信
仰
確
信
の
積
極
的
活
動
と
世

界
観
的
・
宗
教
的
領
域
に
於
け
る
自
律
的
人
格
の
実
現
を
確
保
す

る
余
地
を
提
供
し
て
い
る
（
126
）
。
こ
の
保
護
義
務
は
、
公
法
上
の
法
人

と
し
て
組
織
さ
れ
る
宗
教
共
同
体
に
対
し
て
も
国
家
に
課
さ
れ
る
（
127
）
。

国
家
は
、
こ
の
保
護
義
務
に
対
し
、
充
分
な
準
備
対
策
を
充
足

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
基
本
権
的
保
護
義
務
か
ら
は
、
通
常
一

定
の
行
動
課
題
は
帰
結
さ
れ
な
い
。
管
轄
国
家
諸
機
関
、
取
分
け

立
法
者
は
、
寧
ろ
先
ず
、
自
ら
の
責
任
の
中
で
、
如
何
に
し
て
自

ら
の
保
護
義
務
を
充
足
す
る
か
に
つ
い
て
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
保
護
構
想
を
設
定
し
、
し
か
も
規
範
的
に
展
開
す
る
事
は
、

原
則
的
に
立
法
者
の
事
項
で
あ
る
。
そ
の
際
に
立
法
者
に
は
、
広

範
囲
に
わ
た
る
判
断
、
評
価
、
及
び
形
成
の
余
地
が
帰
属
す
る
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
こ
の
よ
う
な
保
護
義
務
の
違
反
を
、
準
備

対
策
が
全
く
行
わ
れ
な
か
っ
た
か
、
行
わ
れ
た
規
定
及
び
措
置
が

明
ら
か
に
適
切
で
な
い
か
、
あ
る
い
は
命
じ
ら
れ
る
保
護
目
標
に

到
達
す
る
に
は
全
く
不
十
分
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
ら
の

措
置
が
相
当
程
度
保
護
目
標
か
ら
置
き
去
り
に
さ
れ
て
い
る
か
に

つ
い
て
確
認
で
き
る
に
過
ぎ
な
い
（
128
）
。

２
．
信
教
の
自
由
の
具
体
化

基
本
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
だ
け
か
ら
は
、
宗
教
的
・

キ
リ
ス
ト
教
的
祭
日
及
び
日
曜
を
詳
細
に
形
成
さ
れ
る
べ
き
一
般

的
労
働
休
息
の
保
護
下
に
置
き
、
し
か
も
自
ら
の
教
義
に
従
う
一

定
の
宗
教
共
同
体
の
理
解
を
特
別
の
日
々
の
根
拠
と
す
る
国
家
の

義
務
は
導
き
出
し
得
な
い
。
基
本
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項

か
ら
す
る
基
本
権
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九
条
と
結
ぶ
基

本
法
第
一
四
〇
条
に
従
っ
た
日
曜
・
祭
日
保
障
を
通
し
た
具
体
化

を
受
け
る
。
日
曜
・
祭
日
保
障
は
、
一
方
で
、
憲
法
の
中
で
行
わ

れ
る
評
価
と
し
て
、
基
本
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
保
護

内
容
の
解
釈
と
決
定
に
影
響
し
、
従
っ
て
、
立
法
者
の
基
本
権
的

三
三



ベ
ル
リ
ン
州
開
店
法
の
憲
法
適
合
性
：
二
〇
〇
九
年
十
二
月
一
日
付
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
例
を
巡
っ
て
（
二
・
完
）（
小
林
）

（
五
六
七
）

保
護
義
務
の
具
体
化
に
際
し
て
も
遵
守
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九
条
は
、
最
小
保
護
レ
ベ
ル
保
障
の
意

味
で
基
本
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
か
ら
す
る
基
本
権
保
護

に
内
容
を
付
与
す
る
立
法
者
（
129
）
に
対
す
る
保
護
課
題
を
内
包
す
る
（
130
）
。

a）　

基
本
法
第
四
条

基
本
法
第
四
条
は
、
第
一
項
で
、
信
仰
、
良
心
な
ら
び
に
宗
教

的
及
び
世
界
観
的
告
白
の
自
由
を
、
第
二
項
で
、
邪
魔
さ
れ
な
い

宗
教
実
行
の
権
利
を
保
障
し
て
い
る
。
基
本
法
第
四
条
の
両
条
項

は
、
包
括
的
に
理
解
す
べ
き
一
体
的
基
本
権
を
内
包
す
る
（
131
）
。
こ
の

基
本
権
は
、
団
体
の
宗
教
の
自
由
も
包
括
す
る
（
132
）
。

基
本
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
か
ら
す
る
基
本
権
の
保
護

内
容
の
詳
細
規
定
に
際
し
、
日
曜
・
祭
日
保
護
の
為
の
ワ
イ
マ
ー

ル
憲
法
第
一
三
九
条
の
保
護
保
障
も
結
び
付
け
ら
れ
る
。
基
本
法

第
一
四
〇
条
を
通
し
て
採
用
さ
れ
た
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
諸
規
定
、

従
っ
て
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九
条
も
基
本
法
の
他
の
諸
規
定

と
同
様
の
規
範
資
質
を
有
し
て
い
る
（
133
）
。
日
曜
・
祭
日
保
障
は
、
確

か
に
、
基
本
権
あ
る
い
は
基
本
権
と
同
等
の
権
利
で
は
な
い
（
134
）
。
し

か
し
、
ワ
イ
マ
ー
ル
教
会
諸
条
項
は
、
機
能
的
に
信
教
の
自
由
た

る
基
本
権
の
要
求
と
実
現
を
目
標
と
し
て
い
る
（
135
）
。
基
本
法
と
組
織

的
全
体
を
形
成
す
る
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
統
合
教
会
所
条
項
（
136
）
は
、

国
家
と
教
会
間
の
基
本
関
係
を
規
定
し
て
い
る
（
137
）
。
少
な
く
と
も
こ

の
基
本
関
係
の
部
分
的
側
面
が
基
本
法
第
四
条
に
よ
っ
て
は
博
さ

れ
て
い
る
事
は
承
認
さ
れ
て
い
る
（
138
）
。

基
本
法
の
構
想
の
中
で
、
教
会
諸
条
項
は
、
法
人
化
さ
れ
た
宗

教
諸
共
同
体
の
信
教
の
自
由
の
展
開
を
目
的
と
す
る
手
段
で
も
あ

る
（
139
）
。b）　

ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九
条
の
世
俗
的
・
社
会
的
意
味

と
宗
教
的
意
味

基
本
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
か
ら
す
る
基
本
権
の
要
求

へ
の
い
わ
ゆ
る
ワ
イ
マ
ー
ル
教
会
条
項
の
機
能
的
方
向
付
け
は
、

こ
の
基
本
権
自
体
に
は
宗
教
的
・
キ
リ
ス
ト
教
的
関
連
が
明
示
的

に
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第

一
三
九
条
に
於
け
る
労
働
休
息
と
精
神
的
高
揚
の
日
々
の
保
障
に

対
し
て
も
妥
当
す
る
。
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九
条
は
、
そ
の

成
立
史
、
教
会
条
項
に
於
け
る
そ
の
組
織
的
結
び
つ
き
、
そ
の
規

定
目
的
に
よ
っ
て
、
そ
の
世
俗
的
・
社
会
的
意
味
と
並
ん
で
、
宗

教
的
・
キ
リ
ス
ト
教
的
意
味
も
有
し
て
い
る
。
こ
の
条
項
は
、
そ

三
三



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

（
五
六
八
）

の
保
護
を
以
て
人
間
の
休
養
の
可
能
性
と
同
時
に
社
会
的
共
存
の

為
に
本
質
的
基
盤
を
確
保
し
、
従
っ
て
、
人
格
の
発
展
に
奉
仕
す

る
基
本
権
擁
護
の
為
の
保
証
者
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
こ

の
条
項
は
、
社
会
的
共
存
と
国
家
秩
序
の
憲
法
的
に
裏
付
け
ら
れ

た
基
本
的
要
素
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
証
明
し
、
多
様
な
基
本
権
へ

の
関
連
保
障
と
し
て
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
労
働
休
息

と
精
神
的
高
揚
の
日
々
の
保
障
は
、
基
本
権
保
護
、
─
基
本
権
の

前
提
保
護
の
意
味
に
於
い
て
も
─　

を
強
化
し
、
具
体
化
す
る
こ

と
を
指
向
し
、
そ
の
限
り
で
、
そ
れ
ぞ
れ
関
連
す
る
基
本
権
か
ら

帰
結
さ
れ
る
国
家
の
保
護
義
務
を
指
向
す
る
（
140
）
。

既
に
こ
の
規
定
の
成
立
史
は
、
日
曜
・
祭
日
保
護
の
伝
統
的
宗

教
的
・
社
会
的
側
面
の
結
び
つ
き
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ワ
イ

マ
ー
ル
国
民
議
会
へ
の
提
出
の
際
に
報
告
者
マ
ウ
ス
バ
ッ
ハ
議
員

（
中
央
党
）
は
、
こ
の
規
定
が
「
公
的
慣
習
」、
キ
リ
ス
ト
教
的
伝

統
な
ら
び
に
宗
教
実
行
を
保
護
す
る
。
宗
教
実
行
の
偉
大
な
歴
史

的
構
成
部
分
は
、
し
か
し
、
個
人
の
為
の
価
値
あ
る
自
由
権
を
も

内
包
し
、
し
か
も
日
曜
休
息
の
正
に
こ
の
側
面
が
全
て
の
階
級
の

自
由
と
社
会
的
同
価
値
の
保
護
が
こ
こ
に
表
明
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
指
摘
し
た
（
141
）
。
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九
条
の
宗
教
関
連
は
、

ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
基
本
権
部
分
の｢

宗
教
及
び
宗
教
団
体｣

表

示
で
の
地
位
を
通
し
て
証
明
さ
れ
て
い
る
。
ワ
イ
マ
ー
ル
教
会
条

項
の
基
本
法
へ
の
組
込
み
は
、
結
局
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九

条
の
伝
統
的
保
障
内
容
を
最
早
議
論
対
象
と
し
な
い
と
す
る
妥
協

で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
結
果
と
し
て
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第

一
三
九
条
の
成
立
を
決
定
し
た
宗
教
憲
法
政
策
的
努
力
と
労
働
憲

法
政
策
的
努
力
間
の
動
機
的
同
盟
が
継
続
さ
れ
た
（
142
）
。

ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九
条
は
、
従
っ
て
決
定
的
に
社
会
的
、

世
俗
的
・
中
立
的
指
向
の
目
標
設
定
と
並
行
し
て
現
れ
る
キ
リ
ス

ト
教
的
伝
統
に
根
ざ
す
宗
教
的
内
容
を
特
徴
と
す
る
（
143
）
。

c）　

ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九
条
と
両
キ
リ
ス
ト
教
会
の
公

教
要
理

ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九
条
は
、
そ
の
伝
統
的
キ
リ
ス
ト
教

的
意
味
で
労
働
か
ら
解
放
さ
れ
る
安
息
日
と
し
て
日
曜
と
国
家
的

に
承
認
さ
れ
た
祭
日
を
結
び
つ
け
る
限
り
、
生
活
実
践
的
結
果
の

中
で
、
そ
の
効
果
と
し
て
、
日
曜
・
祭
日
保
障
の
社
会
的
意
義
と

オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
。
こ
の
条
項
は
、
そ
の
限
り
で
そ
の
根
源

を
ユ
ダ
ヤ
安
息
日
（
土
曜
日
）
に
有
し
て
い
る
。
聖
な
る
安
息
日

三
二



ベ
ル
リ
ン
州
開
店
法
の
憲
法
適
合
性
：
二
〇
〇
九
年
十
二
月
一
日
付
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
例
を
巡
っ
て
（
二
・
完
）（
小
林
）

（
五
六
九
）

と
し
て
の
サ
バ
ー
ト
（
安
息
日
）
の
ユ
ダ
ヤ
的
理
解
は
、
後
に
日

曜
に
移
転
し
た
（
144
）
。

公
法
的
に
組
織
さ
れ
た
大
キ
リ
ス
ト
教
宗
教
共
同
体
に
よ
る
近

代
的
解
釈
の
中
で
、
日
曜
及
び
宗
教
的
・
キ
リ
ス
ト
教
的
祭
日
に

は
、
人
間
の
大
幅
な
経
済
化
に
対
し
て
保
護
を
提
供
す
る
任
務
が

帰
属
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
例
え
ば
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
公
教
要

理
（R

n.2172

）
の
中
で
日
曜
は
、
日
常
の
労
働
日
を
中
断
し
、

休
息
を
与
え
、｢

労
働
の
苦
役｣
と
「
金
の
崇
拝
」
に
対
す
る
抵

抗
の
日
で
あ
る
。
人
間
の
生
活
は
、
労
働
と
休
息
を
通
し
て
そ
の

リ
ズ
ム
を
維
持
す
る
（R

n.2184

）。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
成
人
公
教

要
理
（6.A

ufl.2000

）
で
は
、
生
産
と
収
益
が
生
活
の
意
義
を
意

味
し
な
い
事
を
経
験
す
る
た
め
に
人
間
と
社
会
が
日
曜
を
必
要
と

し
て
い
る
事
実
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
理
解
に
よ
れ
ば
、｢

労

働
と
休
息
の
リ
ズ
ム
」
は
、「
キ
リ
ス
ト
・
ユ
ダ
ヤ
教
的
文
化
の

中
心
的
リ
ズ
ム
」
な
の
で
あ
る
（
145
）
。

d）　

ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九
条
は
社
会
国
家
原
理
を
具
体

化
そ
の
上
、
定
期
的
に
再
来
す
る
労
働
休
息
の
日
々
の
保
障
を
以

て
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九
条
は
、
社
会
国
家
原
理
を
具
体

化
す
る
。
こ
の
観
点
下
で
、
こ
の
条
項
は
、
よ
り
拡
大
さ
れ
た
基

本
権
的
関
連
を
有
し
て
い
る
。
日
曜
・
祭
日
保
障
は
、
信
教
の
自

由
の
実
行
の
み
を
保
護
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
れ
に
加
え
、

労
働
休
息
は
、
物
理
的
・
精
神
的
回
復
に
、
し
か
も
こ
れ
に
よ
っ

て
、
身
体
の
不
可
侵
に
奉
仕
す
る
（
基
本
法
第
二
条
第
二
項
。）

共
同
の
労
働
休
息
の
設
定
は
、
婚
姻
と
家
族
の
保
護
に
奉
仕
す
る

（
基
本
法
第
六
条
第
一
項
）。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
結
社
の
自
由
も

よ
り
有
効
に
守
ら
れ
る
（
基
本
法
第
九
条
第
一
項
）。
日
曜
・
祭

日
保
障
は
、
最
後
に
、
人
間
の
尊
厳
へ
の
特
別
の
関
連
が
付
与
さ

れ
得
る
。
何
故
な
ら
、
こ
の
保
障
は
、
経
済
効
率
思
考
に
限
定
を

付
し
、
し
か
も
人
間
に
、
人
間
で
あ
る
が
故
に
奉
仕
す
る
か
ら
で

あ
る
（
146
）
。

世
俗
的
領
域
に
於
け
る
日
曜
・
祭
日
保
護
な
ら
び
に
一
般
的
労

働
休
息
の
社
会
的
意
義
は
、
本
質
的
に　

─
と
り
わ
け
週
間
リ
ズ

ム
を
通
し
て
条
件
付
け
ら
れ
る
─　

社
会
生
活
の
同
時
タ
ク
ト
化

か
ら
生
ず
る
。
労
働
時
間
及
び
労
働
保
護
が
そ
れ
ぞ
れ
個
人
に
対

し
て
保
護
効
果
を
展
開
す
る
に
対
し
、
全
て
の
領
域
に
通
常
的
な

労
働
休
息
の
同
時
制
度
は
、
社
会
生
活
の
多
様
な
形
態
の
利
用
に

三
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日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

（
五
七
〇
）

対
す
る
本
質
的
要
素
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
り
わ
け
、
家
族
に
、
特

に
複
数
の
職
業
従
事
者
の
い
る
家
族
に
、
そ
し
て
社
会
的
諸
団
体
、

特
に
、
多
様
な
分
野
に
於
け
る
諸
団
体
に
妥
当
す
る
。
こ
れ
ら
と

並
ん
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
日
曜
・
祭
日
に
於
け
る
労
働
休
息
は
、

政
党
、
労
働
組
合
及
び
そ
の
他
の
諸
団
体
の
活
動
の
枠
条
件
に

と
っ
て
も
重
要
で
あ
り
、
当
然
全
体
的
に
「
解
放
さ
れ
た
週
末
」

と
結
び
、
集
会
開
催
へ
の
可
能
性
に
対
し
て
も
影
響
す
る
事
実
で

あ
る
。
日
曜
・
祭
日
に
於
け
る
労
働
休
息
に
は
、
更
に
体
験
的
民

主
制
の
日
常
に
於
け
る
参
画
形
成
に
対
し
て
も
重
要
な
意
義
が
帰

属
す
る
。
そ
の
事
は
、
通
常
法
形
成
に
よ
り
、
選
挙
日
が
日
曜
も

し
く
は
法
定
祭
日
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
を
通
し
て
、
そ
の
意

義
を
表
明
し
て
い
る
（
147
）
。

こ
れ
に
加
え
、
日
曜
・
祭
日
に
於
け
る
労
働
休
息
は
、
個
人
に

物
理
的
及
び
精
神
的
回
復
の
可
能
性
を
開
く
。
専
門
鑑
別
人
、

ペ
ー
タ
ー
・
ク
ナ
ウ
ト
教
授
と
フ
リ
ー
ト
ヘ
ル
ム
・
ナ
ハ
ラ
イ

ナ
ー
教
授
が
的
確
に
説
明
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
に
は
、
労
働
学
的

観
点
か
ら
し
て
、
個
人
の
健
康
と
安
定
化
に
と
っ
て
本
質
的
意
義

が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
148
）
。

e）　

立
法
者
に
対
す
る
保
護
課
題

基
本
権
保
護
の
為
に
規
定
目
的
を
以
て
定
め
ら
れ
た
意
義
と
並

ん
で
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九
条
の
性
格
は
、
憲
法
的
制
度

保
障
が
そ
れ
ぞ
れ
の
特
別
内
容
の
中
で
、
基
本
権
強
化
を
指
向
し

て
い
る
こ
と
を
通
し
て
、
関
連
保
障
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。

憲
法
が
全
体
と
し
て
目
的
論
的
意
義
内
容
と
し
て
現
れ
（
149
）
、
ワ
イ

マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九
条
に
於
け
る
日
曜
・
祭
日
保
護
が
憲
法
的

評
価
と
し
て
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
立
法
者
に
対
す
る
こ

の
保
護
課
題
は
、
基
本
権
的
裏
付
け
の
あ
る
保
護
義
務
の
具
体
化

に
際
し
て
、
援
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
150
）
。

f）　

日
曜
・
祭
日
保
護
は
国
家
の
世
界
観
的
・
宗
教
的
中
立
と

矛
盾
せ
ず

国
家
の
世
界
観
的
・
宗
教
的
中
立
義
務
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法

第
一
三
九
条
に
よ
る
基
本
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
保
護
内

容
の
具
体
化
に
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
憲
法
自

体
が
、
日
曜
・
祭
日
を
、
国
家
的
に
承
認
し
て
い
る
限
り
、
国
家

の
特
別
保
護
課
題
下
に
置
き
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教

的
・
西
洋
的
伝
統
に
、
し
か
も
暦
的
に
こ
の
伝
統
に
結
び
つ
く
評

価
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
キ
リ
ス
ト
教
的
諸
宗
教
共
同
体

三
三



ベ
ル
リ
ン
州
開
店
法
の
憲
法
適
合
性
：
二
〇
〇
九
年
十
二
月
一
日
付
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
例
を
巡
っ
て
（
二
・
完
）（
小
林
）

（
五
七
一
）

に
日
曜
及
び
国
家
的
に
承
認
さ
れ
た
祭
日
の
基
本
権
に
根
ざ
す
最

少
保
護
を
仲
介
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一

三
九
条
と
結
ぶ
基
本
法
第
一
四
〇
条
の
価
値
決
定
の
中
に
設
定
さ

れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
保
護
を
、
他
の
基
本
権
保
持
者
も

そ
の
基
本
権
保
障
の
枠
内
で
利
用
で
き
る
（
151
）
。

g）　

日
曜
・
祭
日
保
障
を
根
拠
と
す
る
客
観
法
的
保
護
課
題

日
曜
・
祭
日
保
障
を
根
拠
と
す
る
客
観
法
的
保
護
課
題
（
ワ
イ

マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九
条
）
は
、
特
別
に
労
働
休
息
と
精
神
的
高

揚
の
日
々
に
依
存
す
る
者
た
ち
の
基
本
権
保
護
の
強
化
を
目
指
し

て
い
る
。
こ
の
課
題
は
、
基
本
権
自
体
か
ら
国
家
と
そ
の
諸
機
関

に
対
し
て
生
ず
る
保
護
義
務
に
遭
遇
す
る
。（
基
本
法
第
一
四
〇

条
と
結
ぶ
）
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九
条
の
保
護
課
題
は
、

従
っ
て
、
日
曜
・
祭
日
保
護
に
関
わ
る
基
本
法
第
四
条
第
一
項
及

び
第
二
項
の
基
本
権
保
障
の
保
護
機
能
を
誘
発
す
る
こ
と
に
留
ま

ら
ず
、
そ
れ
に
加
え
、
内
容
的
に
も
、
立
法
者
に
よ
る
日
曜
・
祭

日
に
対
す
る
基
本
権
的
に
命
じ
ら
れ
た
最
低
保
護
レ
ベ
ル
の
形
成

に
対
す
る
実
質
課
題
を
も
具
体
化
し
て
い
る
（
152
）
。

３
．
立
法
者
の
基
本
権
侵
害

立
法
者
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九
条
と
結
ぶ
基
本
法
第

一
四
〇
条
か
ら
帰
結
す
る
日
曜
・
祭
日
保
護
の
最
低
要
求
を
下
回

る
場
合
、
基
本
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
か
ら
生
ず
る
保
護

義
務
に
違
反
す
る
（
153
）
。

a）　

日
曜
・
祭
日
の
憲
法
的
保
護

ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九
条
と
結
ぶ
基
本
法
第
一
四
〇
条
の

保
護
保
障
の
性
格
と
範
囲
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
を
通
し

て
既
に
こ
れ
ま
で
具
体
化
さ
れ
て
来
て
い
る
（
154
）
。

ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九
条
は
、
立
法
者
へ
の
保
護
課
題
を

含
ん
で
お
り
（
155
）
、
そ
の
課
題
は
、
日
曜
・
祭
日
労
働
に
対
し
て
取
分

け
原
則
・
例
外
関
係
を
創
設
し
て
い
る
（
156
）
。
原
則
的
に
、
典
型
的

「
ウ
イ
ー
ク
デ
イ
労
働
」
は
日
曜
・
祭
日
に
休
止
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
憲
法
的
に
保
障
さ
れ
た
日
曜
・
祭
日
保
護
は
、
限
定
的

に
の
み
制
限
さ
れ
得
る
。
日
曜
・
祭
日
の
休
息
の
例
外
は
、
よ
り

高
い
、
あ
る
い
は
同
価
値
の
法
益
の
維
持
を
目
的
と
し
、
い
ず
れ

に
せ
よ
、
立
法
者
は
、
日
曜
・
祭
日
保
護
の
十
分
な
レ
ベ
ル
を
維

持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
（
157
）
い
（
158
）
。

三
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日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

（
五
七
二
）

個
別
的
に
は
、
日
曜
・
祭
日
の
保
護
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第

一
三
九
条
に
法
的
保
護
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
は
、
日
曜
・
祭
日
の
制
度
が
直
接
憲
法
に
よ
っ
て
保
障

さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
保
護
の
種
類
と
範
囲
が
法
律
に
よ
る
形

成
を
必
要
と
し
て
い
る
事
で
あ
る
。
立
法
者
は
、
そ
の
規
定
に
於

い
て
、
労
働
休
息
と
精
神
的
高
揚
の
保
護
以
外
の
事
項
も
考
慮
す

る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
従
っ
て
立
法
者
に
は
、
一
方
の
ワ
イ
マ
ー

ル
憲
法
第
一
三
九
条
と
結
ぶ
基
本
法
第
一
四
〇
条
、
他
方
の
基
本

法
第
一
二
条
第
一
項
及
び
第
二
条
第
一
項
間
の
均
衡
が
課
さ
れ
て

い
る
（
159
）
。

ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九
条
と
結
ぶ
基
本
法
第
一
四
〇
条
の

保
護
は
、
日
曜
・
祭
日
の
宗
教
的
も
し
く
は
世
界
観
的
意
味
内
容

に
限
定
さ
れ
な
い
。
確
か
に
日
曜
・
祭
日
に
於
け
る
宗
教
行
為
の

可
能
性
は
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
規
定
は
、
世
俗
化
さ
れ

た
社
会
・
国
家
秩
序
に
於
い
て
個
人
的
休
息
、
思
慮
、
回
復
、
娯

楽
の
如
き
世
俗
的
諸
目
標
の
追
求
も
目
指
し
て
い
る
。
日
曜
・
祭

日
に
は
原
則
的
に
、
個
人
が
一
人
あ
る
い
は
他
者
と
共
同
で
、
ウ

イ
ー
ク
デ
イ
的
諸
義
務
と
諸
要
求
に
よ
っ
て
阻
害
さ
れ
る
こ
と
な

く
、
こ
れ
ら
の
日
々
を
利
用
で
き
る
た
め
に
、
営
利
活
動
、
と
り

わ
け
依
存
的
作
業
の
設
定
の
形
態
で
の
営
業
活
動
は
停
止
す
べ
き

で
あ
る
。
保
護
さ
れ
る
対
象
は
、
一
日
の
一
般
的
に
利
用
可
能
な

性
格
、
つ
ま
り
原
則
的
に
全
て
に
拘
束
的
な
労
働
休
息
の
日
な
の

で
あ
る
。
古
く
か
ら
社
会
的
現
実
の
中
で
、
と
り
わ
け
、
友
人
、

積
極
的
団
体
生
活
及
び
家
族
内
で
行
わ
れ
労
働
休
息
及
び
精
神
的

高
揚
時
の
共
同
形
成
は
、
時
間
的
同
時
性
及
び
リ
ズ
ム
、
つ
ま
り

シ
ン
ク
ロ
ナ
イ
ズ
が
確
保
さ
れ
て
い
る
場
合
に
の
み
計
画
が
可
能

で
あ
る
。
そ
の
限
り
に
於
い
て
正
に
、
七
日
リ
ズ
ム
に
於
け
る
日

曜
な
ら
び
に
全
国
一
律
の
祭
日
が
特
別
に
重
要
で
あ
る
。
そ
の
事

は
、
市
民
が
日
曜
・
祭
日
に
、
職
業
活
動
か
ら
回
復
し
、
し
か
も
、

自
ら
の
個
人
的
諸
目
標
の
実
現
の
為
に
、
そ
し
て
日
常
と
の
調
整

の
為
に
重
要
で
あ
る
と
見
做
す
事
を
行
い
得
る
と
こ
ろ
に
根
拠
づ

け
ら
れ
る
。
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九
条
に
含
ま
れ
る
精
神
的

回
復
の
可
能
性
は
、
宗
教
的
拘
束
に
関
わ
り
無
く
、
す
べ
て
の
人

間
に
付
与
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
160
）
。

b）　

日
曜
・
祭
日
の
立
法
者
に
よ
る
保
護
と
そ
の
例
外

立
法
者
は
、
対
立
す
る
保
護
法
益
の
調
整
に
際
し
て
、
自
ら
の

形
成
余
地
の
枠
内
で
、
変
化
し
た
社
会
的
現
実
、
取
分
け
余
暇
行

動
の
変
化
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
市
民

三
二



ベ
ル
リ
ン
州
開
店
法
の
憲
法
適
合
性
：
二
〇
〇
九
年
十
二
月
一
日
付
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
例
を
巡
っ
て
（
二
・
完
）（
小
林
）

（
五
七
三
）

の
余
暇
願
望
実
現
の
保
護
は
、
こ
の
実
現
が
給
付
提
供
者
の
労
働

投
入
を
必
要
と
す
る
給
付
の
提
供
に
依
存
し
て
い
る
限
り
、
紛
争

に
導
く
（
161
）
。

通
常
法
的
に
は
、
既
に
古
く
か
ら
、
社
会
的
及
び
技
術
的
諸
理

由
か
ら
し
て
必
要
な
労
働
が
、
日
曜
・
祭
日
に
許
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
労
働
は
、「
日
曜
・
祭
日
に
も
か
か
わ
ら
ず
」、
限
定
的

で
あ
る
限
り
許
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
例
え
ば
、
救
助
作
業
、
消

防
、
警
察
、
全
医
療
給
付
、
イ
ン
フ
ラ
の
維
持
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
供

給
と
並
ぶ
移
動
の
確
保
（
道
路
、
鉄
道
、
バ
ス
及
び
空
輸
）
に
於

け
る
市
民
あ
る
い
は
共
同
体
の
基
本
権
そ
の
他
の
重
要
法
益
の
保

護
を
目
的
と
し
て
、
日
曜
・
祭
日
に
労
働
が
許
さ
れ
る
事
は
承
認

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
領
域
に
は
、
多
様
な
領
域
の
多
様
な
緊
急
業

務
、
な
ら
び
に
、
生
産
技
術
的
諸
理
由
か
ら
す
る
産
業
分
野
に
お

け
る
例
外
が
該
当
す
る
。

国
際
比
較
に
於
け
る
競
争
力
の
維
持
、
従
っ
て
、
雇
用
政
策
的

考
慮
か
ら
し
て
、
最
後
に
産
業
領
域
に
於
い
て
、
日
曜
保
護
の
例

外
が
、
旧
く
か
ら
受
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
も
こ
の
例
外
は
、

広
く
公
的
感
知
か
ら
離
れ
て
お
り
、
従
っ
て
、
日
曜
休
息
の
外
的

枠
組
み
に
と
っ
て
特
徴
的
性
格
が
帰
属
し
な
か
っ
た
（
162
）
。
例
え
ば
、

公
に
認
知
可
能
な
大
型
ト
ラ
ッ
ク
が
交
通
法
規
定
に
基
づ
い
て
、

日
曜
保
護
の
表
明
と
し
て
休
止
す
る
が
、
し
か
し
こ
こ
で
も
例
外

が
存
在
す
る
事
実
が
こ
れ
に
合
致
し
て
い
る
（
163
）
。
こ
の
「
日
曜
で

あ
っ
て
も
労
働
」
の
分
野
に
並
ん
で
、
例
え
ば
、
ホ
テ
ル
及
び
飲

食
業
並
び
に
個
人
の
移
動
の
確
保
の
領
域
で
、
市
民
に
労
働
休
息

及
び
精
神
的
高
揚
の
日
の
個
別
的
形
成
を
可
能
に
す
る
事
に
奉
仕

す
る
「
日
曜
の
為
の
労
働
」
も
承
認
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
絶
え

ず
日
曜
・
祭
日
保
護
の
十
分
な
レ
ベ
ル
が
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（
164
）
。
そ
の
事
は
職
業
遂
行
の
自
由
（
基
本
法
第
一
二
条
第
一

項
（
165
）
）
に
鑑
み
て
も
妥
当
す
る
（
166
）
。

c）　

原
則
と
例
外
の
関
係

こ
の
基
盤
の
上
に
、
日
曜
・
祭
日
休
息
保
障
の
為
の
法
的
保
護

構
想
は
、
明
白
に
こ
れ
ら
の
日
々
を
労
働
休
息
の
日
々
と
し
て
原

則
に
高
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
結
果
と
な
る
。
こ
こ
で
対

象
と
さ
れ
る
開
店
に
関
し
て
、
こ
の
事
は
、
例
外
が
日
曜
保
護
に

正
当
に
対
応
す
る
理
由
を
必
要
と
し
て
い
る
事
を
意
味
し
て
い
る
。

販
売
店
所
有
者
の
経
済
的
販
売
利
益
や
潜
在
的
顧
客
の
日
常
的
購

買
利
益
（
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
利
益
）
は
、
日
曜
・
祭
日
に
於
け
る
労

働
休
息
と
精
神
的
高
揚
へ
の
可
能
性
の
憲
法
に
直
接
的
裏
付
け
を

三
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持
つ
保
護
の
例
外
を
正
当
化
す
る
に
は
原
則
的
に
不
十
分
で
あ
る
。

更
に
例
外
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
、
公
に
認
知
可
能
で
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
し
か
も
、
日
曜
・
祭
日
の
ウ
イ
ー
ク
デ
イ
と
そ
の
活
動

と
も
大
幅
な
同
値
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
（
167
）
。

原
則
・
例
外
・
命
令
に
は
、
一
般
的
に
、
日
曜
・
祭
日
保
護
に

関
係
づ
け
ら
れ
る
諸
根
拠
の
比
重
が
軽
け
れ
ば
軽
い
ほ
ど
、
し
か

も
、
影
響
を
受
け
る
領
域
及
び
関
連
付
け
ら
れ
る
販
売
分
野
と
商

品
グ
ル
ー
プ
に
関
し
て
、
開
店
解
放
の
領
域
が
広
け
れ
ば
広
い
ほ

ど
、
重
要
性
が
帰
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
複
数
の
日

曜
・
祭
日
が
結
果
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
多
く
の
時
間
に
渡
っ
て
、

開
放
さ
れ
る
場
合
、
全
域
か
つ
全
小
売
業
を
包
括
す
る
開
店
開
放

に
際
し
て
は
、
特
別
の
比
重
を
持
つ
正
当
化
理
由
が
存
在
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
（
168
）
。

４
．
ベ
ル
リ
ン
開
店
法

攻
撃
対
象
と
さ
れ
る
日
曜
・
祭
日
に
於
け
る
販
売
所
開
店
に
関

す
る
ベ
ル
リ
ン
開
店
法
の
規
定
及
び
ラ
ン
ト
立
法
者
が
選
択
し
た

保
護
構
想
は
、
基
本
法
第
一
四
〇
条
及
び
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一

三
九
条
と
結
ぶ
基
本
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
か
ら
す
る
基

本
権
的
保
護
要
求
に
あ
ら
ゆ
る
側
面
か
ら
正
当
に
対
応
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
ラ
ン
ト
立
法
者
が
選
択
し
た
保
護
構
想
は
、
確

か
に
形
式
的
に
憲
法
適
合
で
あ
り
、
し
か
も
重
要
な
保
護
要
素
を

内
包
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
─
ラ
ン
ト
立
法
者
の
広
い
形
成
の

余
地
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
─　

命
ぜ
ら
れ
る
最
低
保
護
レ
ベ
ル
に

関
し
て
は
、
本
質
的
部
分
に
於
い
て
、
十
分
に
有
効
で
は
な
く
、

し
か
も
そ
の
限
り
で
、
予
定
さ
れ
る
保
護
目
標
に
到
達
し
て
い
な

い
事
が
判
明
し
て
い
る
（
169
）
。

a）　

基
本
権
的
保
護
義
務
の
名
宛
人
と
し
て
の
ラ
ン
ト
立
法
者

ベ
ル
リ
ン
・
ラ
ン
ト
立
法
者
は
、
基
本
権
的
保
護
義
務
の
名
宛

人
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
こ
の
立
法
者
に
本
件
対
象
規
定
に
対
す

る
立
法
権
限
が
帰
属
す
る
か
ら
で
あ
る
（
170
）
。

連
邦
主
義
改
革
の
途
上
で
、
基
本
法
第
七
四
条
第
一
項
第
一
一

号
に
於
け
る
競
合
立
法
対
象
カ
タ
ロ
グ
か
ら
の
閉
店
法
の
明
示
的

削
除
を
以
て
、
立
法
権
限
は
、
諸
ラ
ン
ト
に
移
転
し
た
（
基
本
法

第
七
〇
条
第
一
項
）。
権
限
法
的
疑
義
に
は
攻
撃
対
象
規
定
は
晒

さ
れ
て
い
な
い
。
何
故
な
ら
、
連
邦
の
競
合
立
法
は
、
基
本
法
第

七
四
条
第
一
項
第
一
二
号
に
よ
り
、
労
働
保
護
を
含
む
労
働
法
領

三
二



ベ
ル
リ
ン
州
開
店
法
の
憲
法
適
合
性
：
二
〇
〇
九
年
十
二
月
一
日
付
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
例
を
巡
っ
て
（
二
・
完
）（
小
林
）

（
五
七
五
）

域
ま
で
お
よ
び
、
し
か
も
連
邦
は
、
労
働
時
間
法
を
制
定
し
た
が
、

そ
れ
で
も
な
お
ベ
ル
リ
ン
開
店
法
第
七
条
の
中
で
、
閉
店
の
労
働

保
護
法
的
側
面
が
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ベ
ル
リ
ン
・

ラ
ン
ト
立
法
者
は
、
明
ら
か
に
、
閉
店
に
関
わ
る
労
働
時
間
法
の

為
の
競
合
立
法
権
限
が
、
連
邦
に
留
ま
っ
て
い
る
が
、
連
邦
が
こ

の
権
限
を
行
使
し
て
い
な
い
事
か
ら
出
発
し
た
（
171
）
。
労
働
時
間
法
的

規
定
要
素
に
関
す
る
立
法
権
限
の
問
題
は
、
本
件
で
は
未
決
に
留

ま
り
え
る
。
何
故
な
ら
、
ベ
ル
リ
ン
開
店
法
第
七
条
の
個
別
的
・

被
用
者
保
護
的
規
定
が
憲
法
異
議
申
立
の
攻
撃
対
象
と
な
っ
て
い

な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ラ
ン
ト
立
法
者
に
立
法
権
限
が
欠
け

て
い
る
と
し
て
も
、
こ
こ
で
攻
撃
対
象
と
さ
れ
る
法
律
規
定
は
関

わ
り
が
無
い
。
何
故
な
ら
、
こ
の
場
合
に
は
、
そ
の
限
り
で
、
よ

り
厳
格
な
連
邦
法
的
労
働
時
間
保
護
規
定
が
介
入
す
る
（
172
）
か
、
あ
る

い
は
、（
連
邦
）
閉
店
法
第
一
七
条
の
被
用
者
保
護
規
定
の
有
効

性
か
ら
出
発
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
（
173
）
る
（
174
）
。

b）　

ベ
ル
リ
ン
開
店
法
諸
規
定
は
、
異
議
申
立
人
の
基
本
権
に

正
当
に
対
応
し
て
い
な
い

ベ
ル
リ
ン
開
店
法
の
保
護
構
想
と
攻
撃
対
象
諸
規
定
は
、
基
本

法
第
一
四
〇
条
及
び
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九
条
と
結
ぶ
基
本

法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
か
ら
す
る
異
議
申
立
人
の
基
本
権

に
保
障
す
べ
き
最
低
限
保
護
に
関
し
全
く
無
条
件
に
は
対
応
し
て

い
な
い
。
立
法
者
は
確
か
に
そ
の
構
想
の
総
合
考
察
に
際
し
て
、

概
観
す
べ
き
肯
定
的
配
慮
を
し
て
い
る
。
こ
の
保
護
構
想
の
諸
突

破
は
、
し
か
し
そ
の
本
質
的
部
分
で
保
護
に
必
要
な
最
低
レ
ベ
ル

さ
え
欠
い
て
い
る
（
175
）
。

aa）　

日
曜･

祭
日
は
国
家
的
保
護
を
享
有
す
る

ベ
ル
リ
ン
州
法
に
よ
れ
ば
、
日
曜･

祭
日
は
、
労
働
休
息
と
精

神
的
高
揚
と
し
て
、
国
家
的
保
護
（
ベ
ル
リ
ン
日
曜･

祭
日
法
第

一
条
第
三
項
）
を
享
有
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
日
々
に
は
、
連
邦

法
も
し
く
は
州
法
に
よ
っ
て
、
一
般
的
あ
る
い
は
個
別
的
に
許
可

さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
あ
か
ら
さ
ま
に
注
目
さ
れ
る
労
働
が
禁
止

さ
れ
て
い
る
（
176
）
。
ベ
ル
リ
ン
開
店
法
は
、
こ
れ
に
対
応
し
て
原
則
的

に
、
日
曜･

祭
日
に
於
け
る
販
売
所
が
閉
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
し
て
い
る
（
ベ
ル
リ
ン
開
店
法
第
三
条
第
二
項
一
号
）。

こ
れ
に
よ
っ
て
一
方
で
店
舗
所
有
者
（
職
業
の
自
由
）
と
購
買
者

（
一
般
的
行
為
の
自
由
）
の
基
本
権
的
立
場
と
他
方
で
被
用
者
、

休
息
を
求
め
る
者
及
び
異
議
申
立
人
（
基
本
法
第
二
条
、
第
四
条

第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
）
間
の
紛
争

三
二
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は
、
出
発
点
と
体
系
的
性
質
に
於
い
て
異
議
申
立
人
及
び
他
の
労

働
休
息
を
求
め
る
基
本
権
担
い
手
の
原
則
的
保
護
に
有
利
に
決
定

さ
れ
る
。
こ
れ
は
始
か
ら
そ
れ
自
体
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一
三

九
条
の
保
護
課
題
に
対
応
し
て
い
る
。
ベ
ル
リ
ン
開
店
法
案
の
理

由
に
於
い
て
も
労
働
休
息
と
精
神
的
高
揚
の
保
障
を
目
的
と
す
る

日
曜･

祭
日
保
護
の
意
義
が
強
調
さ
れ
て
い
る
（
177
）
。
最
後
に
ラ
ン
ト

立
法
者
は
、
該
当
す
る
日
曜･

祭
日
の
数
を
限
定
し
な
い
一
般
的

個
別
関
連
例
外
を
放
棄
し
た
。
こ
れ
は
連
邦
法
で
行
わ
れ
て
い
る

（
連
邦
閉
店
法
第
三
条
（
178
）
）。

bb）　

最
低
レ
ベ
ル
の
保
障
無
し

州
法
の
保
護
構
想
は
、
し
か
し
、
日
曜･
祭
日
の
開
店
に
関
わ

る
例
外
規
定
に
よ
っ
て
相
当
に
制
限
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ

て
本
質
的
部
分
で
原
則･

例
外
関
係
の
必
要
に
対
し
て
充
分
な
考

慮
が
な
さ
れ
ず
、
し
か
も
、
そ
の
限
り
で
、
そ
の
為
の
如
何
な
る

充
分
な
根
拠
も
存
在
し
な
い
。
従
っ
て
結
果
的
に
、
必
要
な
最
低

レ
ベ
ル
が
保
障
さ
れ
て
い
な
い
（
179
）
。

（
１
）
日
曜･

祭
日
開
店
の
影
響

日
曜･

祭
日
に
於
け
る
労
働
休
息
突
破
の
位
置
づ
け
と
評
価
に

際
し
て
は
開
店
が
重
要
で
あ
る
。
宗
教
的
あ
る
い
は
世
俗
的
動
機

で
あ
れ
、
日
曜
保
護
の
目
標
到
達
は
、
ウ
イ
ー
ク
デ
イ
活
動
の
休

止
を
前
提
と
す
る
。
し
か
し
当
に
開
店
は
、
そ
の
公
の
影
響
故
に
、

そ
の
日
の
特
徴
を
刻
印
す
る
。
開
店
か
ら
、
典
型
的
に
ウ
イ
ー
ク

デ
イ
に
帰
属
す
る
誰
に
で
も
認
識
可
能
な
労
働･

活
動
効
果
が
発

せ
ら
れ
る
。
こ
の
効
果
は
、
販
売
所
の
被
用
者
及
び
他
の
従
業
員

の
み
で
は
な
く
、
顧
客
に
寄
っ
て
も
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
そ
の
効
果
は
、
道
路
交
通
及
び
公
共
交
通
の
密
度
も
含
み
、

そ
の
従
業
員
及
び
騒
音
に
も
影
響
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
開
店

は
、
そ
の
日
の
公
に
イ
メ
ー
ジ
を
規
定
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
必

然
的
に
、
労
働
の
必
要
が
無
く
、
買
い
物
を
し
よ
う
と
も
せ
ず
、

休
息
と
精
神
的
高
揚
を
求
め
る
人
々
、
つ
ま
り
自
ら
の
理
解
に
よ

れ
ば
、
こ
の
日
が
安
息
と
塾
考
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
信
者
及
び
宗

教
共
同
体
も
影
響
を
受
け
る
（
180
）
。

（
２
）
女
性
従
業
員
の
高
い
割
合

日
曜･

祭
日
開
店
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
人
々
、
つ
ま
り
被
用

者
、
顧
客
及
び
い
わ
ゆ
る
帰
結
領
域
、
例
え
ば
域
内
交
通
従
業
員

の
数
は
、
比
較
的
高
い
。
こ
の
よ
う
に
社
会
保
険
義
務
の
あ
る
従

業
員
の
数
は
、
全
国
統
計
で
飲
食
業
分
野
に
於
け
る
従
業
員
の
二

三
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ベ
ル
リ
ン
州
開
店
法
の
憲
法
適
合
性
：
二
〇
〇
九
年
十
二
月
一
日
付
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
例
を
巡
っ
て
（
二
・
完
）（
小
林
）

（
五
七
七
）

倍
以
上
で
、
ベ
ル
リ
ン
で
は
約
二
倍
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
女

性
従
業
員
の
割
合
が
取
分
け
高
い
（
181
）
。
こ
れ
に
加
え
、
自
営
業
、
家

族
営
業
補
助
員
、
及
び
と
り
わ
け
パ
ー
ト
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら

の
グ
ル
ー
プ
に
関
し
て
は
、
労
働
組
合
側
の
調
査
が
存
在
す
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
開
店
時
間
の
拡
大
が
社
会
保
険
義
務
の
無
い
従

業
員
の
割
合
を
非
常
に
高
め
る
傾
向
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
調

査
に
よ
れ
ば
、
販
売
所
の
従
業
員
に
於
け
る
女
性
の
割
合
が
約
七

二
％
で
あ
る
（
182
）
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
従
業
員
数
は
、
全
体
数
で
あ

る
。
確
か
に
全
て
の
従
業
員
は
、
潜
在
的
に
日
曜･

祭
日
保
護
突

破
の
影
響
を
受
け
る
。
し
か
し
現
実
に
は
、
開
放
さ
れ
た
日
曜･

祭
日
に
は
、
従
業
員
の
一
定
割
合
の
み
が
労
働
す
る
（
183
）
。

既
に
該
当
者
の
膨
大
な
数
か
ら
し
て
、
公
然
た
る
効
果
を
伴
っ

て
、
日
曜･

祭
日
の
原
則
的
休
憩
に
対
す
る
相
当
の
侵
害
が
証
明

さ
れ
る
。
し
か
も
こ
こ
で
は
、
州
全
体
で
、
全
て
の
販
売
所
の
開

店
の
可
能
性
が
開
か
れ
て
い
る
（
184
）
。

（
３
）
社
会
的
参
加
機
会
の
減
少
及
び
女
性
負
担
の
増
大

適
用
さ
れ
る
場
合
に
、
こ
れ
に
見
合
う
人
的
投
入
と
結
ぶ
ウ

イ
ー
ク
デ
イ
開
店
時
間
の
最
大
拡
大
を
二
四
時
間
に
す
る
事
よ
っ

て
、
日
曜･

祭
日
に
於
け
る
労
働
休
息
は
、
益
々
意
義
と
比
重
を

持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
土
曜
日
を
含
む
ウ
イ
ー
ク
デ
イ
の
開
店
時

間
の
完
全
解
放
（
全
時
間
販
売
＝shop-around-the-clock

）
に

よ
っ
て
、
必
然
的
に
シ
フ
ト
労
働
及
び
夜
間
労
働
に
於
け
る
従
業

員
の
更
な
る
投
入
に
至
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
従
業
員
に
と
っ

て
、
個
別
的
労
働
保
護
の
為
の
労
働
時
間
規
定
に
も
拘
ら
ず
、
当

に
日
曜
が
反
復
的
労
働
休
息
の
唯
一
の
日
と
し
て
卓
越
し
た
意
味

を
持
つ
回
復
及
び
家
族
的･

社
会
的
共
存
の
可
能
性
の
日
な
の
で

あ
る
。
し
か
も
家
族
的
拘
束
の
枠
内
で
依
然
と
し
て
大
部
分
家
族

内
で
二
重
の
負
担
に
晒
さ
れ
て
い
る
女
性
の
割
合
が
特
別
多
い
小

売
業
に
於
け
る
雇
用
構
造
に
お
い
て
、
そ
れ
は
と
り
わ
け
妥
当
す
（
185
）

る
（
186
）
。ク

ナ
ウ
ト
及
び
ナ
ハ
ラ
イ
ナ
ー
両
教
授
は
、
口
頭
弁
論
で
、
一

般
的
労
働
休
息
日
の
同
時
適
用
に
於
け
る
夜
間･

シ
フ
ト
労
働
の

拡
大
が
社
会
心
理
的
障
害
の
増
大
に
導
く
事
実
を
指
摘
し
た
。
社

会
的
諸
関
係
の
減
少
も
し
く
は
放
棄
、
社
会
生
活
へ
の
参
加
削
減

及
び
社
会
的
、
政
治
的
参
与
へ
の
立
場
の
変
更
は
、
生
活
に
密
着

す
る
観
察
の
み
で
分
か
る
も
の
で
は
な
く
、
労
働
科
学
に
お
い
て

も
承
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
不
一
致
効
果
は
、
必
然
的
に
社
会
的

三
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四
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二
年
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月
）

（
五
七
八
）

相
互
行
為
の
密
度
及
び
質
の
低
下
に
導
き
、
し
か
も
こ
れ
が
家
族

の
紐
帯
及
び
子
供
の
育
成
に
影
響
す
る
。
結
果
的
に
世
俗
的･

社

会
的
展
望
の
中
で
指
摘
さ
れ
る
影
響
と
本
質
的
に
区
別
さ
れ
な
い

キ
リ
ス
ト
教
的･

宗
教
的
観
点
か
ら
し
て
、
そ
の
限
り
で
関
連
分

野
を
も
含
む
広
範
囲
に
わ
た
る
開
店
可
能
性
を
通
し
て
、
日
曜･

祭
日
か
ら
、
共
同
体
の
日
、
し
か
も
熟
慮
の
日
と
し
て
の
性
格
が

大
幅
に
奪
わ
れ
る
（
187
）
。

（
４
）
営
業
利
益
は
日
曜･

祭
日
保
護
レ
ベ
ル
を
下
げ
る
根
拠

と
な
ら
な
い

最
後
の
重
要
な
点
は
、
ラ
ン
ト
立
法
者
が
当
に
、
売
店
所
有
者

の
職
業
の
自
由
と
潜
在
的
顧
客
の
一
般
的
行
為
の
自
由
を
大
幅
に

考
慮
し
て
い
る
事
で
あ
る
。
立
法
者
は
ウ
イ
ー
ク
デ
イ
の
開
店
時

間
を
完
全
に
解
放
（
二
四
時
間
開
店
）
し
、
し
か
も
日
曜･
祭
日

に
営
業
及
び
購
買
利
益
、
な
ら
び
に
供
給
及
び
需
要
充
足
利
益
に

大
幅
に
対
応
す
る
商
品
グ
ル
ー
プ
に
特
化
し
、
地
域
及
び
動
機
に

関
連
す
る
例
外
規
定
を
行
っ
た
（
188
）
。
従
っ
て
日
曜･

祭
日
に
は
、
需

要
充
足
及
び
供
給
論
拠
は
、
た
い
し
た
意
味
が
無
い
。
雇
用
政
策

的
効
果
に
関
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
小
売
業
界
に
於
け
る
注
目
す
べ

き
減
少
の
危
険
の
指
摘
は
無
い
。
存
在
す
る
認
識
、
例
え
ば
、
Ｗ

Ａ
Ｂ
Ｅ
研
究
所
の
報
告
（
189
）
は
、
ベ
ル
リ
ン･

ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
グ
販

売
団
体
提
出
の
概
観
を
考
慮
し
て
も
、
日
曜
開
店
を
以
っ
て
、
顧

客
の
流
れ
、
な
ら
び
に
被
用
者
投
入
の
適
正
化
及
び
拡
大
の
配
分

変
化
に
至
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
訪
問

者
と
ベ
ル
リ
ン
州
の
住
民
の
日
常
の
買
い
物
利
益
が
一
組
に
な
っ

て
い
る
企
業
の
営
業
利
益
が
認
識
に
留
ま
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
、

日
曜･

祭
日
保
護
の
レ
ベ
ル
を
大
幅
に
下
げ
る
こ
と
を
正
当
化
す

る
に
適
し
た
根
拠
で
は
な
い
（
190
）
。

（
５
）
憲
法
的
に
は
優
遇
措
置
へ
の
参
与
権
は
存
在
し
な
い

日
曜･

祭
日
休
暇
の
侵
害
は
、「
開
店
時
間
の
新
規
定
を
以
っ

て
、
特
権
的
立
地
（
給
油
所
、
ド
ラ
イ
ブ
イ
ン
、
空
港
、
駅
、
ベ

ル
リ
ン
開
店
法
第
五
条
参
照
）
に
対
す
る
個
別
ラ
ン
ト
の
不
平
等

と
思
わ
れ
る
優
遇
及
び
オ
ン
ラ
イ
ン
営
業
（E

-C
om

m
erce

）
の

優
遇
が
明
確
に
緩
和
さ
れ
た
と
す
る
中
・
大
規
模
小
売
業
連
邦
ア

ル
バ
イ
ツ
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
抗
弁
に

よ
っ
て
相
対
化
さ
れ
な
い
。
結
局
異
な
っ
た
実
際
上
及
び
法
的
枠

組
み
条
件
を
通
し
て
発
生
す
る
競
争
上
の
不
利
益
の
調
整
要
求
を

指
向
す
る
こ
の
論
拠
は
成
功
し
な
い
。
憲
法
的
に
は
、
原
則
的
に

優
遇
措
置
へ
の
如
何
な
る
参
与
権
も
存
在
し
な
い
事
が
承
認
さ
れ

三
二



ベ
ル
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開
店
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合
性
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九
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付
連
邦
憲
法
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九
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て
い
る
。
何
人
も
あ
る
グ
ル
ー
プ
が
特
別
の
動
機
か
ら
優
遇
措
置

が
付
与
さ
れ
た
事
実
か
ら
、
自
ら
の
為
に
比
較
可
能
な
特
別
の
動

機
が
無
い
限
り
、
同
一
の
優
遇
措
置
が
付
与
さ
れ
る
事
に
対
す
る

請
求
権
を
自
ら
の
為
に
憲
法
的
命
令
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
な

い
（
191
）
。
究
極
的
に
「
日
曜
労
働
」
の
領
域
に
帰
属
す
る
一
定
地
域
に

お
け
る
開
店
の
為
の
規
定
の
例
外
的
性
格
故
に
、
こ
れ
ま
で
把
握

さ
れ
な
か
っ
た
情
況
へ
の
拡
大
は
、
一
般
的
平
等
規
定
を
引
き
合

い
に
出
し
て
強
制
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
192
）
。
オ
ン
ラ
イ
ン
販
売

（E
-C

om
m

erce

）
に
関
し
て
は
、
事
物
に
反
す
る
不
平
等
措
置

の
想
定
は
、
そ
の
枠
条
件
が
根
本
的
に
異
な
る
が
故
に
、
適
用
さ

れ
え
な
い
（
193
）
。

（
６
）
開
店
の
侵
害
効
果
は
変
わ
ら
な
い

法
案
の
理
由
付
け
（
194
）
の
中
で
、「
販
売
員
の
保
護
は
労
働
時
間
法

に
よ
っ
て
配
慮
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、

日
曜･

祭
日
に
於
け
る
開
店
の
侵
害
効
果
は
同
様
に
変
わ
ら
な
い
。

被
用
者
を
保
護
す
る
こ
れ
ら
の
諸
規
定
か
ら
は
、
個
別
的
保
護
効

果
が
発
せ
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
（
ベ
ル
リ
ン
開
店
法
第
七
条
参

照
）。
こ
れ
ら
の
諸
規
定
は
、
開
店
の
公
に
認
識
さ
れ
、
そ
の
日

を
標
準
的
に
刻
印
す
る
労
働
効
果
に
対
し
て
は
如
何
な
る
影
響
も

も
た
ら
さ
な
い
（
195
）
。

c）　

四
降
臨
節
日
曜
日
の
一
括
開
店
は
最
低
保
護
基
準
以
下

こ
の
基
盤
の
上
に
全
て
の
四
降
臨
節
日
曜
日
に
於
け
る
無
前
提

の
七
時
間
に
わ
た
る
開
店
規
定
は
、
充
分
な
比
重
の
根
拠
無
し
に

日
曜
保
護
か
ら
一
ヶ
月
に
わ
た
る
関
連
時
空
間
の
削
除
故
に
、
必

要
な
最
低
保
護
基
準
以
下
に
導
く
。
公
共
利
益
の
際
に
、
時
間
的

限
定
無
し
に
、
一
般
的
命
令
に
基
づ
く
更
な
る
四
つ
の
日
曜･

祭

日
の
一
括
し
た
開
店
の
可
能
性
は
、
限
定
的
解
釈
の
場
合
、
憲
法

と
矛
盾
し
な
い
。
憲
法
意
義
申
立
を
以
っ
て
攻
撃
さ
れ
る
更
な
る

諸
規
定
は
、
憲
法
的
に
命
じ
ら
れ
る
最
低
保
護
を
侵
害
し
な
い
し
、

憲
法
に
よ
る
反
対
に
遭
遇
し
な
い
（
196
）
。

aa）　

全
て
の
降
臨
節
日
曜
の
開
店
は
基
本
権
と
相
容
れ
な
い

ベ
ル
リ
ン
州
に
於
け
る
一
三
時
か
ら
二
〇
時
ま
で
の
全
て
の
降

臨
節
日
曜
の
開
店
の
無
条
件
の
一
般
的
か
つ
実
質
的
解
放
と
し
て

の
降
臨
節
日
曜
規
定
（
ベ
ル
リ
ン
開
店
法
第
三
条
第
一
項
）
は
、

日
曜･

祭
日
に
於
け
る
労
働
休
息
保
障
の
為
の
販
売
所
開
店
の
意

義
に
鑑
み
て
、
最
早
基
本
法
第
一
四
〇
条
及
び
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法

第
一
三
九
条
と
結
ぶ
基
本
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
か
ら
す
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第
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十
七
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二
年
三
月
）

（
五
八
〇
）

る
異
議
申
立
人
の
基
本
権
と
相
容
れ
な
い
（
197
）
。

（
１
）
日
曜･

祭
日
開
店
の
正
当
化
の
困
難
性

こ
の
規
定
の
特
性
は
、
既
に
法
律
に
よ
っ
て
、
如
何
な
る
前
提

も
無
し
に
続
け
て
四
日
曜
日
そ
れ
ぞ
れ
七
時
間
開
店
の
為
に
解
放

す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
規
定
は
、
日
曜
休
息
が
通
常
で
あ
る

と
す
る
要
求
に
対
応
し
て
い
な
い
。
何
故
な
ら
こ
の
規
定
は
、
一

年
の
一
二
分
の
一
の
一
括
時
限
ブ
ロ
ッ
ク
を
完
全
に
労
働
休
息
か

ら
外
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ベ
ル
リ
ン
の
首
都
機
能
へ
の
一
般

的
指
摘
で
あ
っ
て
も
こ
の
事
実
を
変
え
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ

で
は
、
売
り
上
げ
及
び
収
益
利
益
の
み
が
反
映
さ
れ
て
い
る
に
過

ぎ
な
い
。
事
物
か
ら
し
て
こ
の
規
定
は
、
日
曜･
祭
日
保
護
を

一
ヶ
月
に
わ
た
っ
て
、
そ
の
日
の
外
的
性
格
を
直
接
的
及
び
間
接

的
当
事
者
及
び
公
的
効
果
に
鑑
み
て
、
刻
印
す
る
売
り
場
の
為
に
、

廃
止
し
、
し
か
も
そ
の
際
に
、
か
く
も
密
度
の
高
い
侵
害
に
対
し

て
充
分
な
根
拠
付
け
を
与
え
な
い
か
、
あ
る
い
は
、
日
曜
保
護
の

憲
法
的
レ
ベ
ル
に
正
当
に
対
応
し
て
い
る
事
を
示
し
て
も
い
な
い
（
198
）
。

も
し
も
ベ
ル
リ
ン
立
法
者
が
ク
リ
ス
マ
ス
前
時
の
特
性
に
鑑
み

て
、
降
臨
節
日
曜
に
於
け
る
改
定
の
為
に
客
観
的
根
拠
を
提
示
で

き
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
個
々
の
日
曜
の
為
の
開
店
の
み
を
正

当
化
で
き
る
に
過
ぎ
な
い
（
199
）
。

（
２
）
過
去
の
用
例
解
釈
の
誤
謬

ベ
ル
リ
ン
議
会
及
び
政
府
の
態
度
決
定
の
中
で
主
張
さ
れ
た
見

解
に
反
し
、
降
臨
節
日
曜
の
法
的
解
放
の
事
前
評
価
に
対
し
、
既

に
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
時
代
と
一
九
五
六
年
ま
で
の
連
邦
共
和
国

時
代
に
当
に
降
臨
節
日
曜
が
商
取
引
の
取
分
け
重
要
な
販
売
日
で

あ
っ
た
事
実
が
成
功
裏
に
対
置
さ
れ
得
な
い
。
こ
の
態
度
決
定
は
、

営
業
法
第
一
〇
条
b
第
二
項
改
正
後
、
一
九
一
九
年
二
月
五
日
付

商
業
及
び
薬
局
に
於
け
る
日
曜
休
息
に
関
す
る
法
規
命
令
（
200
）
に

よ
っ
て
、
売
り
場
の
開
店
が
管
轄
官
庁
に
よ
っ
て
許
可
さ
れ
、
し

か
も
こ
れ
が
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
時
代
に
於
い
て
も
妥
当
し
て
い

た
事
実
を
裏
付
け
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
特
別
の
諸

事
情
が
拡
大
さ
れ
た
営
業
を
必
要
と
さ
せ
る
場
合
、
全
て
の
も
し

く
は
個
別
の
営
業
分
野
に
対
し
て
」
年
間
警
察
が
六
日
曜･

祭
日
、

上
級
官
庁
が
更
に
四
日
曜･

祭
日
八
時
間
ま
で
の
活
動
を
許
可
す

る
事
が
出
来
る
。
更
に
、
第
二
、
第
三
及
び
第
四
降
臨
節
日
曜
に
、

当
時
こ
の
規
定
に
基
づ
い
て
、
特
別
に
高
い
売
上
げ
が
達
成
さ
れ

た
。
当
時
の
法
的
状
況
は
、「
保
護
さ
れ
続
け
る
」
と
の
表
現
を

三
三
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以
っ
て
過
去
と
の
関
係
を
表
明
し
て
い
る
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第

一
三
九
条
に
結
び
つ
い
て
い
る
（
201
）
。

こ
の
抗
弁
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九
条
に
於
け
る
過
去

に
関
わ
る
表
現
が
日
曜･

祭
日
を
単
に
一
般
的
観
点
下
に
、
立
法

者
の
継
続
的
保
護
に
委
ね
、
そ
の
際
に
、
立
法
者
の
具
体
的
形
成

に
つ
い
て
は
何
も
言
明
し
て
い
な
い
事
実
を
誤
認
し
て
い
る
。
比

較
的
判
断
に
於
い
て
は
、
商
取
引
に
於
け
る
日
曜
休
息
の
例
外
が
、

指
摘
さ
れ
た
か
つ
て
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
限
定
さ
れ
た
構
成
要
件

の
充
足
と
こ
れ
に
関
す
る
官
庁
の
決
定
を
前
提
と
し
て
い
た
事
実

を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
事
実
は
、
開
店
が
全
て
の

降
臨
節
日
曜
に
始
か
ら
一
般
的
に
許
可
さ
れ
る
べ
き
と
は
言
明
し

て
い
な
い
。
こ
れ
に
、
当
時
ウ
イ
ー
ク
デ
イ
に
於
け
る
開
店
時
間

が
短
く
、
し
か
も
、
土
曜
開
店
時
間
も
夕
方
遅
く
ま
で
は
延
長
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
事
実
が
加
わ
る
。
更
に
、
地
方
に
於
け
る
住
民

の
低
い
機
動
性
は
、
ウ
イ
ー
ク
デ
イ
に
於
け
る
買
い
物
を
困
難
に

し
た
。
他
の
分
野
に
於
い
て
、
当
時
明
確
に
拡
大
さ
れ
た
ウ
イ
ー

ク
デ
イ
労
働
時
間
故
に
、
降
臨
節
日
曜
に
於
け
る
ク
リ
ス
マ
ス
買

い
物
活
動
の
可
能
性
は
、
供
給
及
び
必
要
の
観
点
か
ら
し
て
よ
り

大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
観
点
は
、
変
化
し
た
状
況
、

取
分
け
ウ
イ
ー
ク
デ
イ
の
開
店
時
間
を
二
四
時
間
に
拡
大
さ
れ
る

事
に
よ
っ
て
、
そ
の
重
要
性
を
失
っ
た
（
202
）
。

bb）　

一
般
命
令
に
よ
る
四
日
曜･

祭
日
の
開
店
認
可
は
憲
法
適

合
ベ
ル
リ
ン
行
政
を
し
て
公
共
利
益
の
為
に
、
例
外
的
に
一
般
命

令
に
よ
っ
て
更
な
る
四
日
曜･

祭
日
に
限
定
し
た
売
り
場
の
開
店

許
可
を
可
能
に
す
る
規
定
（
ベ
ル
リ
ン
開
店
法
第
六
条
第
一
項
一

文
）
は
、
限
定
的
解
釈
の
場
合
、
基
本
法
第
一
四
〇
条
及
び
ワ
イ

マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九
条
と
結
ぶ
基
本
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第

二
項
か
ら
す
る
異
議
申
立
人
の
基
本
権
と
相
容
れ
る
（
203
）
。

（
１
）
一
般
命
令
に
よ
る
四
日
曜･

祭
日
認
可
は
全
日
曜･

祭

日
に
対
す
る
割
合
が
低
く
、
し
か
も
行
政
決
定
を
前
提
と

す
る

四
つ
の
日
々
に
関
す
る
こ
の
規
定
に
対
し
て
は
、
年
間
五
二
日

曜
日
に
加
え
、
必
ず
し
も
祭
日
と
一
致
し
な
い
九
祭
日
の
総
数
に

鑑
み
て
、
問
題
と
す
る
必
要
が
無
い
。
ま
し
て
や
一
定
の
祭
日
が

こ
の
開
店
可
能
性
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
（
ベ
ル
リ
ン
開
店
法
第

六
条
第
一
項
二
文
）。
開
店
容
認
が
一
般
命
令
を
通
し
て
行
わ
れ

三
二



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

（
五
八
二
）

る
の
で
、
関
係
利
害
と
法
益
を
具
体
的
に
考
量
す
る
可
能
性
を
開

く
行
政
決
定
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
（
204
）
。

（
２
）
公
共
利
益
は
労
働
休
息
の
例
外
を
正
当
化
す
る
重
み
を

要
求
す
る

し
か
し
な
が
ら
例
外
規
定
の
為
の
一
般
的
と
看
做
さ
れ
る
広
い

前
提
が
問
題
視
さ
れ
る
。
例
外
的
開
店
が
「
公
共
の
利
益
」
に
合

致
し
て
い
る
事
の
み
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
語
句

の
み
を
指
向
す
る
理
解
於
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
些
少
な
公
共
利
益
で

充
分
と
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
充
足
を
必
要
と
す
る
不
確
定
法

概
念
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第

一
三
九
条
の
評
価
を
充
足
す
る
解
釈
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

解
釈
に
よ
れ
ば
、
公
共
利
益
が
労
働
休
息
の
例
外
を
正
当
化
す
る

ほ
ど
の
重
み
を
要
求
し
て
い
る
。
し
か
も
、
売
店
所
有
者
側
の
販

売･

営
業
利
益
や
顧
客
の
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
利
益
だ
け
で
は
充
分
で

は
な
い
（
205
）
。

「
公
益
」
の
概
念
は
、
立
法
根
拠
に
よ
れ
ば
、「
ベ
ル
リ
ン
住
民

と
観
光
者
の
利
益
に
於
け
る
特
別
の
出
来
事
の
為
に
」
付
加
的
開

店
時
間
を
許
容
す
べ
き
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
市
全
体
に
対

す
る
重
要
性
か
ら
し
て
要
綱
を
必
要
と
す
る
「
大
掛
か
り
な
催

物
」
で
あ
る
べ
き
と
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、「
ベ

ル
リ
ン
市
を
越
え
た
意
味
を
持
ち
、
し
か
も
多
く
の
観
光
者
を
ベ

ル
リ
ン
に
惹
き
付
け
る
」
催
物
や
出
来
事
で
あ
る
（
206
）
。
こ
の
よ
う
に

し
て
、
ベ
ル
リ
ン
の
如
き
構
造
を
持
つ
州
に
於
い
て
、
大
量
の
観

光
者
や
訪
問
者
へ
の
供
給
が
一
定
地
区
に
限
定
さ
れ
難
い
状
況
が

考
慮
さ
れ
て
い
る
。
根
拠
付
け
に
関
わ
る
目
標
背
一
定
設
定
及
び

出
来
事
の
範
疇
の
為
に
個
別
的
あ
る
い
は
全
体
と
し
て
ベ
ル
リ
ン

全
体
の
為
の
意
義
を
持
つ
催
物
の
み
が
例
外
を
正
当
化
で
き
る
の

で
あ
る
（
207
）
。

（
３
）
規
定
の
例
外
的
性
格
の
欠
落

憲
法
適
合
的
解
釈
に
於
い
て
は
、
ベ
ル
リ
ン
開
店
法
第
六
条
第

一
項
に
於
け
る
日
曜･

祭
日
の
る
休
息
の
例
外
が
関
係
日
に
於
い

て
、
明
示
的
時
間
限
定
を
含
ん
で
い
な
い
事
実
は
否
定
で
き
な
い
。

降
臨
節
日
曜
と
特
別
の
出
来
事
を
切
っ
掛
け
と
す
る
開
店
に
関
す

る
他
の
例
外
規
定
が
一
三
時
か
ら
二
〇
時
ま
で
の
時
間
限
定
を
予

定
し
て
い
る
（
ベ
ル
リ
ン
開
店
法
第
三
条
第
一
項
、
第
六
条
第
二

項
（
208
）
に
対
し
、
こ
こ
で
は
そ
れ
が
欠
け
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
語
句

は
、
対
象
と
さ
れ
る
更
な
る
四
つ
の
日
曜･

祭
日
に
於
い
て
、
ベ

三
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ル
リ
ン
の
ウ
イ
ー
ク
デ
イ
規
定
と
同
様
に
、
二
四
時
間
開
店
が
許

さ
れ
る
と
す
る
結
論
を
許
容
し
て
い
る
。
特
別
の
売
り
場
や
一
定

商
品
を
目
指
す
他
の
例
外
に
際
し
て
は
、
明
示
的
に
時
間
限
定
が

表
示
さ
れ
、
こ
こ
で
は
そ
れ
が
行
わ
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
解

釈
は
的
外
れ
で
は
な
い
。
ベ
ル
リ
ン
議
会
及
び
政
府
も
、
そ
の
態

度
表
明
に
お
い
て
、
こ
の
解
釈
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
理
解
は
、
こ
れ
ら
の
日
々
に
於
け
る
ウ
イ
ー
ク
デ
イ
的
活
動
が

売
り
場
開
店
の
刻
印
さ
れ
た
公
開
活
動
効
果
故
に
、
全
面
的
に
日

曜･

祭
日
に
移
転
さ
れ
て
し
ま
う
結
果
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
日
々

は
、
そ
の
限
り
で
、
基
準
と
な
る
法
的
状
況
に
よ
れ
ば
、
最
早
ウ

イ
ー
ク
デ
イ
と
明
確
に
区
別
さ
れ
な
い
。
こ
の
規
定
の
例
外
的
性

格
は
、
実
践
適
用
と
法
的
認
識
に
於
い
て
、
最
早
充
分
に
は
表
明

さ
れ
て
い
な
い
（
209
）
。

そ
の
限
り
に
於
い
て
も
、
例
外
規
定
の
基
本
権
と
日
曜
保
護
に

よ
っ
て
導
か
れ
た
限
定
的
解
釈
の
可
能
性
が
開
か
れ
た
。
こ
の
解

釈
は
、
ラ
ン
ト
立
法
者
が
ベ
ル
リ
ン
法
開
店
法
第
三
条
第
一
項
二

及
び
第
六
条
第
二
項
で
設
定
し
、
し
か
も
時
間
的
限
定
を
予
定
し

て
い
る
そ
の
他
の
例
外
シ
ス
テ
ム
を
指
向
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も

な
お
ラ
ン
ト
立
法
者
は
、
日
曜･

祭
日
に
於
け
る
、
全
面
的･

一

般
的
二
四
時
間
開
店
を
可
能
に
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
憲
法
的

に
保
障
す
べ
き
保
護
に
対
し
、
こ
の
為
に
特
別
に
高
い
前
提
、
例

え
ば
、
卓
越
的
に
重
要
な
公
共
利
益
を
設
定
す
る
事
に
よ
っ
て
考

慮
を
払
う
事
が
可
能
と
な
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
行
わ

れ
て
い
な
い
の
で
、
対
象
と
な
っ
て
い
る
規
定
に
対
し
て
は
、
こ

の
例
外
事
実
構
成
の
却
下
に
代
わ
っ
て
、
本
質
部
分
に
於
け
る
例

外
制
度
に
対
し
、
一
三
時
か
ら
二
〇
時
ま
で
の
固
有
の
時
間
限
定

を
要
求
し
、
こ
の
解
釈
に
於
け
る
規
定
に
反
対
し
な
い
事
が
、
負

担
を
軽
減
す
る
可
能
性
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
限
定
的
解
釈
に
対

し
て
、
ラ
ン
ト
立
法
者
の
反
対
意
思
が
対
置
さ
れ
て
い
る
と
の
主

張
に
は
、
根
拠
が
無
い
。
例
外
要
件
の
こ
の
よ
う
な
限
定
解
釈
は
、

ベ
ル
リ
ン
州
に
於
け
る
従
来
の
実
践
に
合
致
し
て
お
り
、
こ
れ
が
、

口
頭
弁
論
に
於
い
て
も
、
反
論
さ
れ
ず
に
承
認
さ
れ
た
（
210
）
。

５
．
そ
の
他
の
規
定

ラ
ン
ト
立
法
者
の
保
護
構
想
を
例
外
を
伴
っ
て
表
示
す
る
更
な

る
攻
撃
対
象
規
定
は
、
憲
法
上
の
疑
義
に
遭
遇
し
な
い
。
そ
の
こ

と
は
、
こ
れ
ら
の
諸
根
拠
の
基
準
に
従
っ
て
反
対
さ
れ
な
い
諸
規

定
の
協
働
に
対
し
て
も
妥
当
す
る
（
211
）
。

三
二



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

（
五
八
四
）

a）　

時
限
が
付
さ
れ
た
特
別
開
店
は
問
題
と
な
ら
な
い

売
店
が
特
別
の
事
象
、
取
分
け
会
社
記
念
日
や
地
域
祭
に
因
ん

で
年
間
更
に
二
日
曜
・
祭
日
を
上
限
と
し
て
一
三
時
か
ら
二
〇
時

ま
で
開
か
れ
う
る
と
す
る
規
定
（
ベ
ル
リ
ン
開
店
法
第
六
条
第
二

項
三
）
は
、
憲
法
的
に
そ
れ
自
体
で
も
又
保
護
構
想
的
コ
ン
テ
キ

ス
ト
的
に
も
異
論
が
な
い
（
212
）
。

販
売
所
は
、
管
轄
区
役
所
に
開
店
の
六
日
前
に
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
（
ベ
ル
リ
ン
開
店
法
第
六
条
第
二
項
二
）。
ベ
ル
リ

ン
開
店
法
六
条
第
一
項
に
よ
る
特
別
祭
日
の
保
護
は
、
こ
こ
で
妥

当
す
る
（
ベ
ル
リ
ン
開
店
法
第
六
条
第
二
項
三
参
照
）。
開
店
可

能
性
は
、
そ
の
狭
い
地
域
限
定
故
に
、
そ
の
日
の
公
的
性
格
に

と
っ
て
些
少
な
意
味
し
か
持
た
な
い
。
法
律
で
要
求
さ
れ
る
諸
前

提
は
、
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
販
売
所
、
記
念
日
若
し
く
は
地
域
の
お

祭
り
を
前
提
と
し
て
い
る
が
故
に
、
限
定
的
比
重
し
か
持
た
な
い

事
実
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
。
六
日
前
公
示
故
に
、
行
政
の
統
制
若

し
く
は
介
入
の
十
分
な
可
能
性
が
存
在
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
都

市
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
ラ
ン
ト
に
お
い
て
、
年
中
床
化
の
販
売

所
で
無
制
限
に
商
品
が
提
示
さ
れ
て
い
る
事
実
は
不
可
避
で
あ
る

が
、
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
例
外
が
、

最
低
保
護
レ
ベ
ル
を
下
回
っ
て
い
る
と
は
主
張
で
き
な
い
（
213
）
。

b）　

例
外
規
定
は
憲
法
的
問
題
と
な
ら
な
い

異
議
申
立
人
は
、
こ
の
法
律
の
一
部
分
に
反
対
し
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
は
立
法
の
保
護
構
想
の
効
果
か
ら
す
れ
ば
些
少
な
意
味
し

か
持
た
ず
、
憲
法
的
傷
害
と
は
な
ら
な
い
（
214
）
。

aa）　

例
外
規
定
は
立
法
者
の
裁
量
枠
内
に
留
ま
る

信
教
の
自
由
の
維
持
の
観
点
下
に
お
い
て
、
一
二
月
二
四
日
が

項
隣
接
日
曜
に
該
当
す
る
場
合
、
七
時
か
ら
一
四
時
ま
で
開
店
が

許
さ
れ
（
ベ
ル
リ
ン
開
店
法
第
四
条
第
一
項
第
四
号
）、
し
か
も
、

自
動
販
売
車
で
傷
み
易
い
果
実
及
び
野
菜
が
生
産
者
に
よ
っ
て
日

曜
・
祭
日
・
項
隣
接
日
曜
に
も
七
時
か
ら
二
〇
時
ま
で
、
一
二
月

二
四
日
が
項
隣
接
日
曜
に
該
当
す
る
場
合
七
時
よ
り
一
四
時
ま
で

提
供
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
こ
と
は
、
反
対
す
べ
き
事
柄
で
は
な

い
（
ベ
ル
リ
ン
開
店
法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
）。
こ
れ
ら
の
例

外
規
定
は
、
そ
れ
自
体
、
最
低
保
護
保
証
の
観
点
か
ら
し
て
、
正

当
化
さ
れ
る
諸
根
拠
が
認
識
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
例
外
は
、
開
店

諸
規
定
の
構
想
の
中
で
些
少
の
意
味
し
か
持
た
な
い
。
こ
れ
に

よ
っ
て
立
法
者
は
、
自
ら
に
帰
属
す
る
広
い
形
成
の
余
地
の
枠
内

三
二



ベ
ル
リ
ン
州
開
店
法
の
憲
法
適
合
性
：
二
〇
〇
九
年
十
二
月
一
日
付
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
例
を
巡
っ
て
（
二
・
完
）（
小
林
）

（
五
八
五
）

に
留
ま
っ
て
い
る
。
確
か
に
異
議
申
立
人
が
主
張
す
る
よ
う
に
、

現
代
の
備
蓄
実
践
条
件
下
に
お
い
て
、
一
二
月
二
四
日
が
日
曜
に

該
当
す
る
場
合
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
た
め
の
食
料
・
嗜
好
品
を
二
三

日
の
買
い
置
く
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
同
様
に
主

張
で
き
る
こ
と
は
、
生
産
者
の
傷
み
や
す
い
果
実
・
野
菜
が
今
日

の
冷
蔵
・
備
蓄
の
可
能
性
に
鑑
み
て
、
特
権
化
の
必
要
が
な
い
事

実
で
あ
る
。
異
議
申
立
人
の
論
拠
は
、
立
法
者
に
、
そ
の
保
護
構

想
形
成
の
枠
内
で
、
つ
ま
り
特
別
例
外
の
設
定
に
際
し
て
、
広
い

余
地
が
帰
属
し
て
居
る
事
実
を
看
過
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
一
定

の
商
品
に
関
わ
る
対
象
規
定
が
日
曜
・
祭
日
の
保
護
レ
ベ
ル
を
大

幅
に
侵
害
し
て
い
る
事
実
は
確
認
で
き
な
い
（
215
）
。

bb）　

聖
夜
が
降
臨
節
日
曜
に
該
当
す
る
場
合
の
例
外

異
議
申
立
人
が
 2）
に
関
し
、
ベ
ル
リ
ン
開
店
法
第
四
条
第
一
項

第
四
号
規
定
が
誤
解
を
生
む
と
見
な
す
限
り
、
こ
の
規
定
が
食
料

品
及
び
嗜
好
品
を
売
る
売
り
場
の
開
店
を
疑
い
も
な
く
毎
日
曜
・

祭
日
に
許
可
し
て
は
い
な
い
事
実
が
明
確
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
方
向
で
の
憂
慮
は
、
言
葉
の
意
味
と
第
一
項
に
含
ま

れ
る
諸
規
定
の
関
連
か
ら
し
て
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
規
定
は
、

一
二
月
二
四
日
（
聖
夜
）
が
降
臨
節
日
曜
に
該
当
す
る
場
合
に
の

み
、
明
ら
か
に
介
入
す
る
例
外
を
内
包
し
て
い
る
（
216
）
。

cc）　

命
令
違
反
規
定
の
有
効
性

最
後
に
、
法
律
に
予
定
さ
れ
て
い
る
保
護
が
有
効
に
実
行
さ
れ

得
な
い
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
閉
店
時
間
と
例
外
規
定
に
対
す
る

違
反
は
、
命
令
違
反
を
構
成
し
、
し
か
も
ベ
ル
リ
ン
開
店
法
第
九

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
二
五
〇
〇
ユ
ー
ロ
ま
で
の
罰
金
を
以

て
罰
せ
ら
れ
得
る
。
こ
れ
だ
け
で
は
、
太
チ
ェ
ー
ン
ス
ト
ア
や
百

貨
店
に
対
し
て
抑
止
効
果
は
期
待
で
き
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し

か
し
、
開
店
規
定
に
対
す
る
違
反
が
命
さ
ら
な
る
令
法
的
に
停
止

さ
れ
、
し
か
も
場
合
に
よ
っ
て
は
、
更
な
る
帰
結
が
発
生
し
得
る

事
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
保
護
構
想
が
全

く
不
十
分
あ
る
い
は
不
適
切
で
あ
る
と
は
確
認
で
き
な
い
。
し
か

も
、
連
邦
閉
店
法
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
罰
金
高
が
開
店
法
の
そ

れ
よ
り
も
高
く
な
か
っ
た
（
旧
連
邦
閉
廷
法
第
二
四
条
第
二
項
（
217
）
）。

c）　

信
教
の
自
由
の
保
護
義
務
違
反
に
は
導
か
な
い

日
曜
・
祭
日
に
お
け
る
法
的
に
設
定
さ
れ
た
開
店
の
可
能
性
は
、

そ
の
協
働
に
お
い
て
も
、
全
て
の
四
降
臨
節
日
曜
に
お
け
る
違
憲

的
開
店
可
能
性
に
考
慮
し
て
も
、
日
曜
・
祭
日
の
為
に
、
そ
の
全

三
二
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て
の
攻
撃
さ
れ
た
例
外
要
件
を
伴
っ
た
全
保
護
構
想
を
駆
使
し
、

違
憲
で
あ
る
と
す
る
異
議
申
立
人
の
信
教
の
自
由
の
国
家
的
保
護

義
務
違
反
に
は
導
か
な
い
（
218
）
。

Ⅲ
．
結
論

全
て
の
四
降
臨
節
日
曜
に
於
け
る
売
り
場
の
開
店
規
定
（
ベ
ル

リ
ン
開
店
法
第
三
条
第
一
項
）
は
、
従
っ
て
憲
法
不
適
合
と
宣
言

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
第
九
五
条
第
三

項
）。
こ
の
規
定
は
、
売
り
場
所
有
者
の
職
業
の
自
由
、
規
定
へ

の
信
頼
、
二
〇
〇
九
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
以
前
に
投
入
さ
れ
た
措
置

に
考
慮
し
、
本
年
は
適
用
可
能
と
す
る
。
ベ
ル
リ
ン
ラ
ン
ト
立
法

者
が
こ
の
判
決
に
ど
の
程
度
順
応
す
る
か
は
、
こ
の
判
決
の
基
準

に
従
っ
た
そ
の
形
成
権
に
帰
属
す
る
（
219
）
。

第
三
節
：
判
決
の
要
点

前
記
の
判
例
で
は
以
下
の
諸
点
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

１
．
基
本
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
基
本
権
は
、
そ
の

世
俗
的
・
社
会
的
意
義
と
並
ん
で
、
宗
教
的
・
キ
リ
ス
ト
教

的
伝
統
に
根
源
を
有
す
る
［
基
本
法
第
一
四
〇
条
と
結
ぶ
］

ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九
条
か
ら
す
る
日
曜
・
祭
日
保
護

に
対
す
る
客
観
法
的
保
護
課
題
に
よ
る
立
法
者
の
保
護
義
務

と
し
て
具
体
化
さ
れ
る
。

従
っ
て
、
日
曜
日
及
び
法
律
で
承
認
さ
れ
た
教
会
の
祭
日

の
最
小
限
保
護
が
立
法
者
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
．
宗
教
の
自
由
は
、
防
御
権
の
機
能
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で

は
な
く
、
肯
定
的
な
意
味
で
、
信
仰
確
信
の
能
動
的
活
動
と

世
界
観
的
・
宗
教
的
領
域
に
於
け
る
自
立
的
人
格
の
実
現
に

対
す
る
空
間
の
確
保
を
提
供
す
る
。
こ
の
保
護
義
務
は
、
公

法
上
の
法
人
と
し
て
組
織
さ
れ
る
宗
教
共
同
体
に
対
応
す
る

国
家
に
該
当
す
る
。

し
か
し
、
保
護
構
想
を
設
定
し
、
規
範
設
定
す
る
事
は
、

原
則
的
に
立
法
者
事
項
で
あ
る
。
そ
の
際
に
立
法
者
に
は
、

広
い
裁
量
、
評
価
及
び
形
成
の
余
地
が
帰
属
す
る
。

３
．
し
か
し
、
ベ
ル
リ
ン
州
に
於
け
る
日
曜
・
祭
日
の
開
店
規

定
の
根
底
に
あ
る
保
護
構
想
は
、
基
本
法
第
四
条
第
一
項
及

び
第
二
項
か
ら
す
る
ラ
ン
ト
立
法
者
の
保
護
義
務
に
、
基
本

法
第
一
四
〇
条
と
結
ぶ
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九
条
に
よ

る
具
体
化
に
於
い
て
充
分
に
対
応
し
て
い
な
い
。

二
三



ベ
ル
リ
ン
州
開
店
法
の
憲
法
適
合
性
：
二
〇
〇
九
年
十
二
月
一
日
付
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
例
を
巡
っ
て
（
二
・
完
）（
小
林
）

（
五
八
七
）

４
．
基
本
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
だ
け
か
ら
は
、
確
か

に
、
宗
教
的
・
キ
リ
ス
ト
教
的
祭
日
及
び
日
曜
日
を
一
般
的

労
働
休
息
の
保
護
下
に
置
き
、
一
定
の
宗
教
共
同
体
の
理
解

を
そ
の
教
義
に
従
っ
た
特
別
の
日
と
す
る
国
家
の
義
務
を
引

出
す
事
は
出
来
な
い
。
し
か
し
、
基
本
法
第
四
条
第
一
項
及

び
第
二
項
の
基
本
権
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九
条
と

結
ぶ
基
本
法
第
一
四
〇
条
に
よ
る
日
曜
・
祭
日
保
障
を
通
し

た
具
体
化
を
経
験
す
る
。
日
曜
・
祭
日
保
障
は
、
更
に
、
憲

法
の
解
釈
と
し
て
、
基
本
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の

保
護
内
容
の
解
釈
に
決
定
的
に
作
用
し
、
従
っ
て
、
立
法
者

の
基
本
法
保
護
義
務
の
具
体
化
に
際
し
て
も
尊
重
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九
条
は
、
最
低
保

護
レ
ベ
ル
の
保
障
の
意
味
で
基
本
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第

二
項
の
基
本
権
保
護
に
内
容
を
付
与
す
る
立
法
者
に
対
す
る

保
護
課
題
を
内
容
と
す
る
。

５
．
基
本
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
基
本
権
適
用
の
為

の
い
わ
ゆ
る
ワ
イ
マ
ー
ル
教
会
条
項
の
機
能
的
方
向
付
け
は
、

こ
の
規
範
自
体
に
は
宗
教
的
・
キ
リ
ス
ト
教
的
関
連
が
明
示

的
に
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法

第
一
三
九
条
に
於
け
る
労
働
休
息
と
精
神
的
高
揚
の
日
々
の

保
障
に
対
し
て
も
妥
当
す
る
。
何
故
な
ら
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲

法
第
一
三
九
条
は
、
そ
の
成
立
史
、
い
わ
ゆ
る
教
会
条
項
へ

の
そ
の
組
織
的
結
び
付
き
、
及
び
そ
の
規
定
諸
目
的
か
ら
し

て
、
決
定
的
に
社
会
的
、
世
俗
的
・
中
立
的
に
方
向
付
け
ら

れ
た
目
標
設
定
と
平
行
し
て
現
れ
る
宗
教
的
、
キ
リ
ス
ト
教

的
伝
統
に
根
源
を
有
す
る
内
容
を
特
徴
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

日
曜
・
祭
日
保
障
は
、
宗
教
の
自
由
の
行
使
の
み
を
奨
励
・

保
護
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
労
働
休
息
の
保
障
は
、
人

間
の
休
養
の
可
能
性
に
対
す
る
と
同
時
に
社
会
的
共
存
に
対

す
る
本
質
的
基
盤
を
確
保
し
、
し
か
も
こ
れ
に
よ
っ
て
、
人

格
の
発
展
に
奉
仕
す
る
他
の
基
本
権
の
行
使
に
対
す
る
保
障

者
で
も
あ
る
。

日
曜
・
祭
日
保
障
は
、
婚
姻
と
家
族
の
保
護
〈
基
本
法
第

六
条
第
一
項
〉
及
び
健
康
の
回
復
と
維
持
〈
基
本
法
第
二
条

第
二
項
参
照
〉
の
助
け
に
も
な
る
。
そ
の
意
義
は
、
本
質
的

に
、
労
働
休
息
の
時
間
的
同
時
性
に
起
因
す
る
。
こ
の
よ
う

に
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九
条
は
、
社
会
的
共
存
と
国
家

秩
序
の
憲
法
的
裏
づ
け
の
あ
る
基
本
要
素
で
あ
り
、
多
様
な

基
本
権
に
対
す
る
関
連
保
障
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。

６
．
国
家
の
世
界
観
的
・
宗
教
的
中
立
へ
の
義
務
は
、
ワ
イ

二
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マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九
条
に
よ
る
基
本
法
第
四
条
第
一
項
及

び
第
二
項
保
護
内
容
の
具
体
化
に
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。

何
故
な
ら
、
憲
法
自
体
が
、
日
曜
・
祭
日
を
国
家
的
に
承
認

す
る
限
り
、
こ
れ
ら
を
国
家
的
保
護
課
題
下
に
置
き
、
こ
れ

に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
・
西
洋
的
伝
統
の
根
源
に
、
し

か
も
暦
的
に
こ
の
伝
統
に
結
び
つ
く
評
価
を
行
う
か
ら
で
あ

る
。

７
．
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九
条
は
、
日
曜
・
祭
日
労
働
に

対
し
、
な
か
ん
ず
く
通
常
・
例
外
関
係
を
設
定
す
る
。
典
型

的
「
ウ
イ
ー
ク
デ
イ
的
な
」
労
働
は
、
日
曜
・
祭
日
に
は
休

止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
で
も
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲

法
第
一
三
九
条
と
結
ぶ
基
本
法
第
一
四
〇
条
の
保
護
は
、
日

曜
・
祭
日
の
宗
教
的
も
し
く
は
世
界
観
的
意
味
内
容
に
限
定

さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
規
定
は
、
世
俗
化
さ
れ
た
社
会
・
国

家
秩
序
に
於
い
て
、
個
人
的
休
憩
、
思
慮
、
保
養
及
び
休
息

の
世
俗
的
目
標
の
追
及
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
の
際
に
、
ワ

イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九
条
に
よ
っ
て
同
様
に
把
握
さ
れ
て

い
る
精
神
的
高
揚
の
可
能
性
は
、
宗
教
的
拘
束
に
関
わ
り
な

く
、
す
べ
て
の
人
間
に
帰
属
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

８
．
従
っ
て
、
日
曜
・
祭
日
保
障
に
対
す
る
保
護
構
想
は
、
明

白
に
こ
れ
ら
の
日
々
を
通
常
労
働
休
息
の
日
々
と
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

こ
こ
で
対
象
と
さ
れ
る
開
店
は
、
例
外
が
日
曜
保
護
に
正

当
に
対
応
す
る
根
拠
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
商

店
所
有
者
の
経
済
的
販
売
利
益
及
び
潜
在
的
顧
客
の
日
常
的

買
い
物
利
益
だ
け
で
は
、
日
曜
・
祭
日
に
於
け
る
労
働
休
息

及
び
精
神
的
高
揚
の
可
能
性
の
憲
法
に
直
接
結
び
つ
く
保
護

の
例
外
を
正
当
化
す
る
に
は
原
則
的
に
十
分
で
は
な
い
。
更

に
、
例
外
そ
れ
自
体
は
、
公
に
対
し
認
識
可
能
に
留
ま
り
、

し
か
も
、
日
曜
・
祭
日
関
係
と
ウ
イ
ー
ク
デ
イ
及
び
そ
の
作

業
と
の
大
幅
な
一
致
を
指
向
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
。

９
．
通
常
・
例
外
命
令
は
、
一
般
的
に
、
日
曜
・
祭
日
保
護
の

比
重
が
軽
く
な
る
ほ
ど
に
、
し
か
も
、
開
店
領
域
の
解
放
が

広
が
る
ほ
ど
に
、
し
か
も
、
取
引
領
域
及
び
商
品
グ
ル
ー
プ

が
広
が
る
ほ
ど
に
、
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
従
っ
て
、

連
続
的
に
日
曜
・
祭
日
に
於
け
る
多
く
の
時
間
が
解
放
さ
れ

る
場
合
に
は
、
広
範
囲
に
わ
た
り
、
全
小
売
業
界
を
包
括
す

る
開
店
許
可
に
際
し
て
は
、
こ
れ
を
正
当
化
す
る
重
大
な
根

拠
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
二



ベ
ル
リ
ン
州
開
店
法
の
憲
法
適
合
性
：
二
〇
〇
九
年
十
二
月
一
日
付
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
例
を
巡
っ
て
（
二
・
完
）（
小
林
）

（
五
八
九
）

10
．
日
曜
・
祭
日
に
於
け
る
労
働
休
息
を
突
破
す
る
位
置
づ
け

及
び
評
価
に
際
し
て
は
、
開
店
が
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
宗

教
的
及
び
世
俗
的
に
動
機
付
け
ら
れ
た
日
曜
保
護
の
目
標
達

成
は
、
ウ
イ
ー
ク
デ
イ
の
典
型
的
作
業
の
休
息
を
前
提
と
す

る
。
ま
さ
に
こ
の
開
店
は
、
そ
の
公
的
影
響
故
に
、
特
別
に

日
程
を
性
格
付
け
て
い
る
。
開
店
か
ら
典
型
的
に
ウ
イ
ー
ク

デ
イ
に
帰
属
す
る
誰
に
で
も
認
識
さ
れ
得
る
労
働
効
果
が
発

せ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
必
然
的
に
、
労
働
の
必
要
も

な
く
、
買
い
物
の
意
思
も
な
く
、
休
息
と
精
神
的
高
揚
を
求

め
る
者
、
つ
ま
り
自
ら
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
こ
の
日
が
安
息

と
思
慮
の
日
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
信
者
並
び
に
宗
教
共
同

体
も
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
需
要
の
充
足
や
必
要
の

充
足
の
論
拠
は
、
ベ
ル
リ
ン
に
於
い
て
、
ウ
ィ
ー
ク
デ
イ
で

保
護
さ
れ
て
い
る
完
全
な
開
店
時
間
（
二
四
時
間
！
）
か
ら

し
て
、
日
曜
・
祭
日
の
開
店
は
、
重
要
性
が
低
い
。

11
．
ベ
ル
リ
ン
降
臨
節
日
曜
日
規
定
の
特
質
（
三
五
）
は
、
既

に
法
律
に
よ
っ
て
、
更
に
前
提
無
し
に
、
続
け
て
四
日
曜
日

そ
れ
ぞ
れ
七
時
間
開
店
の
為
に
開
放
さ
れ
て
い
る
事
実
に
あ

る
。
こ
の
規
定
は
、
日
曜
休
息
が
通
例
で
あ
る
と
の
要
求
を

充
足
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
法
律
の
根
拠
付
け
に
お

け
る
ベ
ル
リ
ン
の
首
都
機
能
の
指
摘
に
よ
っ
て
も
変
わ
ら
な

い
。
こ
こ
で
は
、
単
に
販
売
・
営
業
利
益
が
反
映
さ
れ
て
い

る
に
過
ぎ
な
い
。
事
物
の
本
質
か
ら
し
て
、
こ
の
規
定
は
、

一
ヶ
月
に
わ
た
る
日
曜
・
祭
日
保
護
を
、
廃
止
す
る
事
を
方

向
付
け
、
し
か
も
そ
の
際
に
、
こ
れ
ほ
ど
密
度
の
高
い
侵
害

に
対
し
、
充
分
な
根
拠
付
け
も
無
く
、
あ
る
い
は
日
曜
保
護

の
憲
法
的
レ
ベ
ル
に
正
当
に
対
応
で
き
る
根
拠
付
け
も
示
し

て
い
な
い
。

12
．
日
曜
・
祭
日
休
息
の
為
の
法
的
保
護
構
想
は
、
今
日
明
白

に
、
労
働
休
息
の
保
障
と
し
て
通
常
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
例
外
は
、
日
曜
保
護
に
正
当
に
対
応
す
る
根
拠
を
必
要

と
す
る
。
販
売
所
所
有
者
の
経
済
的
利
益
や
お
客
の
日
常
的

買
い
物
利
益
だ
け
で
は
、
開
店
に
と
っ
て
は
原
則
的
に
十
分

で
は
な
い
。
し
か
も
継
続
し
て
複
数
の
日
曜
・
祭
日
に
わ

た
っ
て
多
く
の
時
間
開
店
の
為
に
解
放
さ
れ
る
場
合
に
は
、

広
範
囲
に
わ
た
り
、
か
つ
全
小
売
業
界
を
含
む
開
店
の
自
由

を
正
当
化
す
る
特
別
の
根
拠
が
必
要
で
あ
る
。

十
分
な
根
拠
の
な
い
全
て
の
四
降
臨
節
日
曜
日
の
七
時
間

に
わ
た
る
無
条
件
の
開
店
は
、
憲
法
で
命
じ
ら
れ
る
日
曜
保

護
の
最
小
限
を
も
充
足
し
な
い
。

二
三



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

（
五
九
〇
）

全
て
の
四
降
臨
節
日
曜
日
の
開
店
を
可
能
に
す
る
攻
撃
対

象
規
定
は
、
最
早
基
本
法
第
一
四
〇
条
及
び
ワ
イ
マ
ー
ル
憲

法
第
一
三
九
条
と
結
ぶ
基
本
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項

か
ら
す
る
保
護
義
務
要
請
と
相
容
れ
な
い
。

第
四
節
：
判
決
の
評
価

今
般
の
判
決
は
、
凡
そ
二
つ
の
問
題
点
を
提
示
し
て
い
る
。
一

つ
は
、
日
曜
・
祭
日
の
世
俗
的
・
社
会
的
意
義
と
キ
リ
ス
ト
教
的

伝
統
に
基
づ
く
宗
教
的
側
面
の
問
題
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
、
国

家
の
世
界
観
的
・
宗
教
的
中
立
へ
の
義
務
が
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法

第
一
三
九
条
に
よ
る
基
本
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
保
護
内

容
の
具
体
化
に
対
立
す
る
か
否
か
で
あ
り
、
三
つ
目
は
、
権
利
保

護
に
於
け
る
通
常
と
例
外
の
扱
い
の
問
題
で
あ
る
。

１
．
日
曜
・
祭
日
の
世
俗
的
・
社
会
的
意
義
と
キ
リ
ス
ト
教
的

伝
統
に
基
づ
く
宗
教
的
側
面

第
一
法
廷
に
よ
れ
ば
、
基
本
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の

基
本
権
は
、
そ
の
世
俗
的
・
社
会
的
意
義
と
並
ん
で
、
宗
教
的
・

キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
に
根
源
を
有
す
る
［
基
本
法
第
一
四
〇
条
と

結
ぶ
］
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九
条
か
ら
す
る
日
曜
・
祭
日
保

護
に
対
す
る
客
観
法
的
保
護
課
題
に
よ
る
立
法
者
の
保
護
義
務
と

し
て
具
体
化
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
日
曜
日
及
び
法
律
で
承
認
さ
れ

た
教
会
の
祭
日
の
最
小
限
保
護
が
立
法
者
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

宗
教
の
自
由
は
、
防
御
権
の
機
能
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な

く
、
肯
定
的
な
意
味
で
、
信
仰
確
信
の
能
動
的
活
動
と
世
界
観

的
・
宗
教
的
領
域
に
於
け
る
自
立
的
人
格
の
実
現
に
対
す
る
空
間

の
確
保
を
提
供
す
る
。
こ
の
保
護
義
務
は
、
公
法
上
の
法
人
と
し

て
組
織
さ
れ
る
宗
教
共
同
体
に
対
応
す
る
国
家
に
該
当
す
る
。
し

か
し
、
保
護
構
想
を
設
定
し
、
規
範
設
定
す
る
事
は
、
原
則
的
に

立
法
者
事
項
で
あ
る
。
そ
の
際
に
立
法
者
に
は
、
広
い
裁
量
、
評

価
及
び
形
成
の
余
地
が
帰
属
す
る
。

又
基
本
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
だ
け
か
ら
は
、
確
か
に
、

宗
教
的
・
キ
リ
ス
ト
教
的
祭
日
及
び
日
曜
日
を
一
般
的
労
働
休
息

の
保
護
下
に
置
き
、
一
定
の
宗
教
共
同
体
の
理
解
を
そ
の
教
義
に

従
っ
た
特
別
の
日
と
す
る
国
家
の
義
務
を
引
出
す
事
は
出
来
な
い
。

し
か
し
、
基
本
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
基
本
権
は
、
ワ

イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九
条
と
結
ぶ
基
本
法
第
一
四
〇
条
に
よ
る

日
曜
・
祭
日
保
障
を
通
し
た
具
体
化
を
経
験
す
る
。
日
曜
・
祭
日

保
障
は
、
更
に
、
憲
法
の
解
釈
と
し
て
、
基
本
法
第
四
条
第
一
項

二
三



ベ
ル
リ
ン
州
開
店
法
の
憲
法
適
合
性
：
二
〇
〇
九
年
十
二
月
一
日
付
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
例
を
巡
っ
て
（
二
・
完
）（
小
林
）

（
五
九
一
）

及
び
第
二
項
の
保
護
内
容
の
解
釈
に
決
定
的
に
作
用
し
、
従
っ
て
、

立
法
者
の
基
本
法
保
護
義
務
の
具
体
化
に
際
し
て
も
尊
重
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九
条
は
、
最
低
保
護

レ
ベ
ル
の
保
障
の
意
味
で
基
本
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の

基
本
権
保
護
に
内
容
を
付
与
す
る
立
法
者
に
対
す
る
保
護
課
題
を

内
容
と
す
る
。

基
本
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
基
本
権
適
用
の
為
の
い

わ
ゆ
る
ワ
イ
マ
ー
ル
教
会
条
項
の
機
能
的
方
向
付
け
は
、
こ
の
規

範
自
体
に
は
宗
教
的
・
キ
リ
ス
ト
教
的
関
連
が
明
示
的
に
指
摘
さ

れ
て
い
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九
条
に
於

け
る
労
働
休
息
と
精
神
的
高
揚
の
日
々
の
保
障
に
対
し
て
も
妥
当

す
る
。
何
故
な
ら
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九
条
は
、
そ
の
成

立
史
、
い
わ
ゆ
る
教
会
条
項
へ
の
そ
の
組
織
的
結
び
付
き
、
及
び

そ
の
規
定
諸
目
的
か
ら
し
て
、
決
定
的
に
社
会
的
、
世
俗
的
・
中

立
的
に
方
向
付
け
ら
れ
た
目
標
設
定
と
平
行
し
て
現
れ
る
宗
教
的
、

キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
に
根
源
を
有
す
る
内
容
を
特
徴
と
す
る
か
ら

で
あ
る
。
日
曜
・
祭
日
保
障
は
、
宗
教
の
自
由
の
行
使
の
み
を
奨

励
・
保
護
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
労
働
休
息
の
保
障
は
、
人

間
の
休
養
の
可
能
性
に
対
す
る
と
同
時
に
社
会
的
共
存
に
対
す
る

本
質
的
基
盤
を
確
保
し
、
し
か
も
こ
れ
に
よ
っ
て
、
人
格
の
発
展

に
奉
仕
す
る
他
の
基
本
権
の
行
使
に
対
す
る
保
障
者
で
も
あ
る
。

日
曜
・
祭
日
保
障
は
、
婚
姻
と
家
族
の
保
護
〈
基
本
法
第
六
条

第
一
項
〉
及
び
健
康
の
回
復
と
維
持
〈
基
本
法
第
二
条
第
二
項
参

照
〉
の
助
け
に
も
な
る
。
そ
の
意
義
は
、
本
質
的
に
、
労
働
休
息

の
時
間
的
同
時
性
に
起
因
す
る
。
こ
の
よ
う
に
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法

第
一
三
九
条
は
、
社
会
的
共
存
と
国
家
秩
序
の
憲
法
的
裏
づ
け
の

あ
る
基
本
要
素
で
あ
り
、
多
様
な
基
本
権
に
対
す
る
関
連
保
障
と

し
て
把
握
さ
れ
る
。

つ
ま
り
日
曜
・
祭
日
保
障
は
、
宗
教
の
自
由
の
行
使
の
み
を
奨

励
・
保
護
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
同
時
に
婚
姻
と
家
族
の
保

護
〈
基
本
法
第
六
条
第
一
項
〉
及
び
健
康
の
回
復
と
維
持
〈
基
本

法
第
二
条
第
二
項
参
照
〉
の
助
け
に
も
な
る
。
そ
の
意
義
は
、
本

質
的
に
、
労
働
休
息
の
時
間
的
同
時
性
に
起
因
す
る
。

基
本
法
（
憲
法
）
の
構
成
部
分
と
し
て
の
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第

一
三
九
条
は
、
そ
の
成
立
史
、
い
わ
ゆ
る
教
会
条
項
へ
の
そ
の
組

織
的
結
び
付
き
、
及
び
そ
の
規
定
諸
目
的
か
ら
し
て
、
決
定
的
に

社
会
的
、
世
俗
的
・
中
立
的
に
方
向
付
け
ら
れ
た
目
標
設
定
と
平

行
し
て
現
れ
る
宗
教
的
、
キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
に
根
源
を
有
す
る

内
容
を
特
徴
と
し
て
お
り
、
社
会
的
共
存
と
国
家
秩
序
の
憲
法
的

二
二



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

（
五
九
二
）

裏
づ
け
の
あ
る
基
本
要
素
で
あ
り
、
多
様
な
基
本
権
に
対
す
る
関

連
保
障
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。

２
．
国
家
の
世
界
観
的
・
宗
教
的
中
立
義
務
と
キ
リ
ス
ト
教
的

伝
統
に
基
づ
く
祭
日
保
障

第
一
法
廷
に
よ
れ
ば
、
国
家
の
世
界
観
的
・
宗
教
的
中
立
へ
の

義
務
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一
三
九
条
に
よ
る
基
本
法
第
四
条

第
一
項
及
び
第
二
項
保
護
内
容
の
具
体
化
に
対
立
す
る
も
の
で
は

な
い
。
何
故
な
ら
、
憲
法
自
体
が
、
日
曜
・
祭
日
を
国
家
的
に
承

認
す
る
限
り
、
こ
れ
ら
を
国
家
的
保
護
課
題
下
に
置
き
、
こ
れ
に

よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
・
西
洋
的
伝
統
の
根
源
に
、
し
か
も
暦

的
に
こ
の
伝
統
に
結
び
つ
く
評
価
を
行
う
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
憲
法
自
体
が
日
曜
・
祭
日
を
国
家
的
に
承
認
す
る
場

合
、
そ
れ
が
、
た
と
え
キ
リ
ス
ト
教
的
・
西
洋
的
伝
統
に
基
づ
く

も
の
で
あ
っ
て
も
、
国
家
の
世
界
観
的
・
宗
教
的
中
立
へ
の
義
務

と
矛
盾
し
な
い
と
さ
れ
る
。

３
．
権
利
保
護
に
於
け
る
通
常
と
例
外
の
扱
い

第
一
法
廷
に
よ
れ
ば
、
日
曜
・
祭
日
休
息
の
為
の
法
的
保
護
構

想
は
、
今
日
明
白
に
、
労
働
休
息
の
保
障
と
し
て
通
常
化
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
例
外
は
、
日
曜
保
護
に
正
当
に
対
応
す
る
根
拠

を
必
要
と
す
る
。
販
売
所
所
有
者
の
経
済
的
利
益
や
お
客
の
日
常

的
買
い
物
利
益
だ
け
で
は
、
開
店
に
と
っ
て
は
原
則
的
に
十
分
で

は
な
い
。
し
か
も
継
続
し
て
複
数
の
日
曜
・
祭
日
に
わ
た
っ
て
多

く
の
時
間
開
店
の
為
に
解
放
さ
れ
る
場
合
に
は
、
広
範
囲
に
わ
た

り
、
か
つ
全
小
売
業
界
を
含
む
開
店
の
自
由
を
正
当
化
す
る
特
別

の
根
拠
が
必
要
で
あ
る
。

十
分
な
根
拠
の
な
い
全
て
の
四
降
臨
節
日
曜
日
の
七
時
間
に
わ

た
る
無
条
件
の
開
店
は
、
憲
法
で
命
じ
ら
れ
る
日
曜
保
護
の
最
小

限
を
も
充
足
し
な
い
。

全
て
の
四
降
臨
節
日
曜
日
の
開
店
を
可
能
に
す
る
攻
撃
対
象
規

定
は
、
最
早
基
本
法
第
一
四
〇
条
及
び
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一
三

九
条
と
結
ぶ
基
本
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
か
ら
す
る
保
護

義
務
要
請
と
相
容
れ
な
い
。

つ
ま
り
日
曜
・
祭
日
保
障
に
於
け
る
通
常
と
例
外
の
関
係
は
、

例
外
を
設
定
す
る
際
に
、
こ
れ
を
正
当
化
す
る
十
分
な
根
拠
を
提

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。
こ
の
通
常
・
例
外
関
係
に

基
づ
い
て
、
ベ
ル
リ
ン
州
の
開
店
法
で
四
降
臨
節
日
曜
日
の
開
店

二
二



ベ
ル
リ
ン
州
開
店
法
の
憲
法
適
合
性
：
二
〇
〇
九
年
十
二
月
一
日
付
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
例
を
巡
っ
て
（
二
・
完
）（
小
林
）

（
五
九
三
）

を
可
能
に
す
る
規
定
が
最
早
基
本
法
第
一
四
〇
条
及
び
ワ
イ
マ
ー

ル
憲
法
第
一
三
九
条
と
結
ぶ
基
本
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項

か
ら
す
る
保
護
義
務
要
請
と
相
容
れ
ず
、
従
っ
て
違
憲
と
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
日
曜
・
祭
日
保
障
は
、
世
俗
的
・
社
会

的
側
面
と
同
時
に
、
キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
に
根
ざ
し
た
宗
教
的
側

面
が
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
て
い
る
。
そ
の
ど
ち
ら
を
よ
り
重
視
す

る
か
、
つ
ま
り
各
ラ
ン
ト
（
州
）
の
世
俗
化
の
度
合
い
に
よ
っ
て
、

日
曜
・
祭
日
保
障
の
様
相
が
微
妙
に
異
な
っ
て
く
る
。

と
は
い
っ
て
も
、
世
俗
化
が
進
ん
で
い
る
ラ
ン
ト
で
あ
っ
て
も
、

日
曜
・
祭
日
保
障
の
最
低
限
は
、
保
護
す
る
こ
と
が
憲
法
的
に
義

務
付
け
ら
れ
て
い
る
。

今
般
の
事
案
で
は
、
保
障
の
最
低
限
の
保
護
さ
え
も
提
供
し
な

か
っ
た
ベ
ル
リ
ン
の
立
法
者
の
行
為
が
違
憲
と
看
做
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

信
教
の
自
由
た
る
基
本
権
が
侵
害
さ
れ
た
こ
と
を
以
て
違
憲
判

決
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
に
根
差
す
日

曜
・
祭
日
の
保
障
が
対
象
と
さ
れ
る
限
り
、
他
の
宗
教
（
た
と
え

ば
、
ユ
ダ
ヤ
教
及
び
イ
ス
ラ
ム
教
）
の
安
息
日
は
、
当
面
対
象
と

な
る
可
能
性
は
低
い
と
推
定
さ
れ
る
。

（
99
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 117

（
100
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 118

（
101
） B

V
erfG

E
 42, 312 

（321f.

）, 53, 366 

（387f.

） 

参
照
。

（
102
） A

rt. 93 A
bs. 1 N

r.4a G
G

, 

§90 A
bs. 1 B

V
erfG

G

参
照
。

（
103
） B

V
erfG

E
 94, 49 

（84

）, 28, 17 

（19

）, 52, 303 

（327, 65, 
227 

（232f..

）89, 155 

（171

） 

参
照
。

（
104
） B

V
erfG

E
 101, 274 

（287ff.

） zu A
rt. 12 A

bs. 1 G
G

参
照
。

（
105
） B

V
erfG

E
 94, 49 

（84

）; M
agen, in: U

m
bach/C

lem
ens/

D
ollinger, B

V
erfG

G
, 2.A

ufl.
§92 R

n.50

参
照
。

（
106
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 120

（
107
） B

V
erfG

E
 111, 10

参
照
。

（
108
） B

V
erfG

E
 19, 129 

（135

） 

参
照
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

B
verfG

, B
eschluss der 1. K

am
m

er des ersten S
enats vom

 
18.S

eptem
ber 1995–1 B

vR
 1456/95-, N

JW
 1995, S

.3378f.

参
照
。

（
109
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 121

（
110
） B

V
erfG

E
 24, 236

参
照
。

（
111
） B

V
erfG

E
 102, 370 

（387

）; B
V

erfG
, 1 B

vR
 2857/07 

vom
 1.12.2009, A

bs. 122

参
照
。

（
112
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 123

二
二



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

（
五
九
四
）

（
113
） B

ibel E
x 23, 12; D

tn 5k, 12-14 und in den Z
ehn 

G
eboten E

x 20, 8-11
（
114
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 124

（
115
） B

V
erfG

E
 109, 279 

（306f.

） m
.w

.N
.

参
照
。

（
116
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 125

（
117
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 126

（
118
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 127

（
119
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 128

（
120
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 129

（
121
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 130

（
122
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 131

（
123
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 132

（
124
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 133

（
125
） B

V
erfG

E
 92, 26 

（46

）; 56, 54 

（80f.
）; 77, 170 

（215

）; 
79, 174 

（202

） 

参
照
。

（
126
） B

V
erfG

E
 41, 29 

（49

） 

参
照
。

（
127
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 134

（
128
） B

verfG
 92, 26 

（46

）; 56, 54 

（80f.

）; 77, 170 

（215
）; 79, 

174 

（202

）; B
V

erfG
, 1 B

vR
 2857/07 vom

 1.12.2009, A
bs. 

135

参
照
。

（
129
） B
V

erfG
E

 87, 363 

（393

） 

参
照
。

（
130
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 136

（
131
） B

V
erfG

E
 24, 236 

（245f.

）; 32, 98

（106

）; 44, 37 

（49

）; 
83, 341 

（354

）; 108, 282 

（297

） 

参
照
。

（
132
） B
V

erfG
E

 19, 129 

（132

）; 24, 236 

（245

）; 83, 341 

（354f.

）; 
B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 137

参
照
。

（
133
） B

V
erfG

E
 111, 10 

（50

） m
.w

.N
.

参
照
。

（
134
） B

V
erfG

E
 19, 129 

（135

）; 19, 206 

（218

） 

参
照
。

（
135
） B

V
erfG

E
 42, 312 

（322

）; 102, 370 

（387

） 

参
照
。

（
136
） B

V
erfG

E
 66, 1 

（22

）; 70, 138 

（167

） 

参
照
。

（
137
） B

V
erfG

E
 42, 312 

（322

） 

参
照
。

（
138
） B

V
erfG

E
 42, 312 

（322

） 

参
照
。

（
139
） B

V
erfG

E
 102, 370 

（387

） zu A
rt. 137 A

bs. 5 S
atz 2 

W
R

V
; shiehe auch B

V
erfG

E
 99, 100 

（119ff.

） zuA
rt.138 

A
bs. 2W

R
V

; B
V

erfG
, 1B

vR
2857/07 vom

 1.12.2009, A
bs. 

138

（
140
） H

äberle, D
er S

onntag als V
erfassungsprinzip, 

2.A
ufl.2006, S

.63f.70

参
照
。B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 

1.12.2009, A
bs. 139

（
141
） H

eilfron, D
ieD

eutscheN
ationalversam

m
lung im

 Jahre 
1919.6.B

and, 1920, S
.4007

参
照
。

（
142
） K

orioth, in: M
aunz/D

ürig, G
G

, A
rt.139 W

R
V

 R
n.9f.

参
照
。B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 140

（
143
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 141

（
144
） B

ergholz, in: T
heologischeR

ealenzyklopädie, 
B

d.X
X

X
I, 2000, A

rtikelS
onntag, S

.451ff.

参
照
。B

V
erfG

, 1 
B

vR
 2857/07 vom

 1.12.2009, A
bs. 142

（
145
） 6.A

ufl.2000 S
.424f., S

.457; B
V

erfG
, 1 B

vR
 2857/07 

二
二



ベ
ル
リ
ン
州
開
店
法
の
憲
法
適
合
性
：
二
〇
〇
九
年
十
二
月
一
日
付
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
例
を
巡
っ
て
（
二
・
完
）（
小
林
）

（
五
九
五
）

vom
 1.12.2009, A

bs. 143
（
146
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 144
（
147
） 

§16 S
atz 2 B

undesw
ahlgesetz

参
照
。B

V
erfG

, 1 B
vR

 
2857/07 vom

 1.12.2009, A
bs. 145

（
148
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 146

（
149
） B

V
erfG

E
 19, 206 

（220

） 

参
照
。

（
150
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 147

（
151
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 148

（
152
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 149

（
153
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 150

（
154
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 151

（
155
） B

V
erfG

E
 87, 363 

（393

） 

参
照
。

（
156
） B

V
erfG

E
 87, 363 

（393

）, 111, 10 
（53

） 

参
照
。

（
157
） B

V
erfG

E
 111, 10 

（50

） 

参
照
。

（
158
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 152

（
159
） B

V
erfG

E
 111, 10 

（50

） 

参
照
。B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 
vom

 1.12.2009, A
bs. 153

（
160
） B

V
erfG

E
 111, 10 

（50

） 

参
照
。B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 
vom

 1.12.2009, A
bs. 154

（
161
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 155

（
162
） 

労
働
時
間
法
（A

rbZ
G

）
第
一
〇
条
第
一
項
第
一
四
─
第
一
六

号
及
び
第
二
項
な
ら
び
に
取
分
け
第
一
三
条
第
一
項
、
第
四
項
及

び
第
五
項
に
於
け
る
例
外
条
項
を
参
照
。

（
163
） 

交
通
法
（S

traßenverkehrs-O
rdnung

）
第
三
〇
条
第
三
項

参
照
。

（
164
） B

V
erfG

E
 111, 10 

（51f.

） 

参
照
。

（
165
） B

V
erfG

E
 111, 10 

（50, 52

） 

参
照
。

（
166
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 156

（
167
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 157

（
168
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 158

（
169
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 159

（
170
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 160

（
171
） A

bgeordnetenhaus D
rucks 16/0015.S

14 zu 

§7 
B

erL
adÖ

ffG

参
照
。

（
172
） 

§13 A
rbZ

G

参
照
。

（
173
） 

こ
れ
に
つ
い
て
はK

ühling, A
rbuR

 2006, S
.384; K

ühn, 
A

rbuR
 2006, S

.418; K
ingreen/ P

ieroth, N
V

w
Z

 2006, 
S

.1221 

（1224

）; H
orstm

ann, N
Z

A
 2006, S

.1246 

（1249f

） 

参

照
。

（
174
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 161

（
175
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 162

（
176
） 

§2 F
eiertagsschutz-V

erordnung B
erlin m

it w
eiteren 

A
usnahm

e-tatbeständen

参
照
。

（
177
） A

bgeordnetenhaus D
rucks 16/0015 S

.7f.

参
照
。

（
178
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 163
（
179
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 164
（
180
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 165

（
181
） A

m
t für S

tatistik B
erlin-B

randenburg, statistischer 

二
二



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

（
五
九
六
）

B
ericht A

 V
I 15–vj 4/07, S

ozialver4sicherungspflichtig 
B

eschäftigte, Juni 2008

参
照
。

（
182
） B

V
erfG

E
 111, 10 

（40

）; W
A

B
E

-Institut B
erlin, H

rsg. 
ver.di.-V

ereinte D
ienstleistungsgew

erkschaft, 
E

inzelhandel-B
ranchendaten 2007/2008, 27.M

ärz 2008

参

照
。

（
183
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 166

（
184
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 167

（
185
） B

V
erfG

E
 111,10 

（40
） 

参
照
。

（
186
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 168

（
187
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 169

（
188
） 

ベ
ル
リ
ン
開
店
法
第
四
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
三
号
、
第

五
法
、
第
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
五
条
第
二
号
、
第
三
号

参
照
。

（
189
） h

e
r

a
u

s
g

e
g

e
b

e
n

 
v

o
n

 
v

e
r

. 
d

i–
V

e
r

e
in

te 
D

ienstleistungsgew
erkschaft, E

inzel-handel–
B

ranchendaten 2007/2008, B
erlin, 27.M

ärz 2008

（
190
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 170

（
191
） B

V
erfG

E
 49, 192 

（208

）; 67, 231 

（238

） 

参
照
。

（
192
） B

V
erfG

E
 67, 231 

（238

） 

参
照
。

（
193
） B
V

erfG
, 1 B

vR
 2857/07 vom

 1.12.2009, A
bs. 171

（
194
） A

bgeordnetenhaus D
rucks 16/0015, S

.7

参
照
。

（
195
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 172

（
196
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 173

（
197
） B
V

erfG
, 1 B

vR
 2857/07 vom

 1.12.2009, A
bs. 174

（
198
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 175

（
199
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 176

（
200
） R

G
B

l S
.176

（
201
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 177

（
202
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 178

（
203
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 179

（
204
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 180

（
205
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 181

（
206
） A

bgehornetenhaus D
rucks 16/0015.S

.13

（
207
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 182

（
208
） 

§3 A
bs. 1 A

lternative 2, 
§6 A

bs. 2 B
erL

adÖ
ffG

（
209
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 183

（
210
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 184

（
211
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 185

（
212
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 186

（
213
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 187

（
214
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 188

（
215
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 189

（
216
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 190

（
217
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 191
（
218
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 192
（
219
） B

V
erfG

, 1 B
vR

 2857/07 vom
 1.12.2009, A

bs. 193

二
三


